
全
・
り
£
局
、
。
ル

第
四
十
五
巻

第
四
挽

昭
和
六
十
二
年
三
月
護
行

明
末
・
楊
嗣
昌
の
地
域
防
衛
案
に
つ
い
て

士
口

屠

寛

は

じ

め

一

契

機

二

展

開

a

河

南

b

湖

南

・

湖

北

C

「
南
方
」
諸
省

結
び
に
か
え
て
|
|
郷
紳
の
役
割
よ
り
見
た
本
案
の
性
格
|
|

- 1ー

vi 

じ

め

筆
者
は
前
に
、
明
末
華
北
民
衆
反
観
、
所
調
李
白
成
・
張
献
忠
の
範
の
研
究
の
空
白
部
分
|
|
反
凱
鎮
座
を
は
か
る
末
期
明
朝
中
央
の
動
向

(
1〉

ー
ー
を
些
か
で
も
明
ら
か
に
す
べ
く
、
崇
頑
十
(
一
六
三
七
)
年
に
兵
部
尚
書
楊
嗣
昌
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
「
劇
鮪
」
案
の
検
討
を
行
っ
た
。

「
劇
剖
」
と
は
、
割
流
賊
包
園
作
戦
ハ
「
十
面
の
網
」
〉
の
震
に
「
督
館
大
臣
」
の
統
轄
の
も
と
に
供
給
さ
れ
る
兵
前
で
あ
り
、
そ
の
銀
雨
を
「
因

635 
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糧
」
、
「
溢
地
」
、
並
び
に
「
寄
皐
監
生
事
例
」
に
よ
っ
て
捻
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
郷
紳
居
か
ら
の
醸
出
が
一
意
一
固
さ
れ
、

し
か
も
、

そ
こ
に
は
、

首
時
枇
曾
的
支
配
層

そ
れ
は
、

地
域
社
舎
に
お
け
る
郷
紳
の
責
務
を
自
覚
す
る
中
央
官
僚
楊
嗣
畠
が
、

軍

費
に
闘
し
て
彼
ら
の
力
を
全
て
結
集
し
、
そ
れ
に
依
接
し
て
明
朝
の
存
績
を
園
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
。

(
2〉

と
こ
ろ
で
、
近
年
の
日
本
の
研
究
成
果
に
よ
れ
ば
、
総
践
と
し
て
の
李
自
成
の
飽
は
、
流
賊
の
み
な
ら
ず
、
各
在
地
の
土
賊
等
の
活
動
に
よ

そ
う
し
た
在
地
反
説
に
い
か
に
制
到
底
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
楊
嗣
昌

っ
て
も
支
え
ら
れ
て
い
た
と
見
な
さ
れ
る
。

明
朝
中
央
は
、

は

「
則
的
」
の
設
置
と
同
時
に
、
次
の
よ
う
に
各
州
鯨
に
お
い
て
自
主
防
衛
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
を
計
董
し
て
い
る
。

2
2一服
十
年
四
月
兵
部
向
警
楊
〕

嗣
昌
乃
ち
議
し
て
大
奉
し
賊
を
卒
ら
げ
ん
と
す
。
:
・
:
因
り
て
丘
(十
二
蔦
を
増
し
、
鮪
(
「別
納」
)
二
百
八

ふ
せ

十
高
を
増
さ
ん
こ
と
を
議
す
。
:
・
:
零
い
で
議
し
て
諸
と
の
州
懸
を
し
て
批
丁
を
練
し
本
土
を
惇
が
し
め
ん
と
す
。
撫
・
按
に
詔
し
て
筋

行
せ
し
む
。

(『
明
史
』
巻
二
五
二

燭
嗣
昌
惇
)

-2-

質
は
、
楊
嗣
昌
は
、
こ
れ
を
起
貼
に
、
華
北
の
み
な
ら
ず
、
華
中
・
華
南
に
も
及
ん
で
、
在
地
反
範
の
鎮
匪
を
目
的
と
し
た
地
域
防
衛
策
を

精
力
的
に
困
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
嗣
昌
の
地
域
防
衛
策
と
言
え
ば
、
後
(
崇
禎
十
二
年
〉
に
「
副
将
楊
徳
政
の
議
」
に
も
と
づ
く
針
満
洲
族
戦

〈

3
)

用
の
「
練
穂
」
策
(
民
兵
組
織
策
〉
が
、
谷
口
規
矩
雄
氏
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
も
、
従
前
の
地
域
防
衛
策

と
の
併
用
が
意
因
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
も

そ
の
内
容
た
る
や
、

彼
自
身
「
措
紳
、

之
れ
が
領
袖
と
鋳
る
ベ
し
」
と
説
く
よ
う
に

(
後
述
)
、

「
則
前
」
策
同
様
、

郷
紳
の
力
量
に
多
く
を
依
援
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

即
ち
、
本
稿
は
、
前
稿
の
課
題
を
在
地
反
凱
針
策
の
解
明
と
い
う
黙
に
お
い
て
引
き
縫
ぎ
、
崇
禎
十
年
か
ら
十
二
年
に
か
け
て
立
て
ら
れ
た

中
央
官
僚
楊
嗣
昌
の
地
域
防
衛
案
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
具
盤
的
に
記
さ
れ
る
郷
紳
の
役
割
か
ら
、
案
の
有
す
る
性
格

を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

向

主
に
依
る
史
料
、

楊
山
松
等
編
輯
『
楊
文
弱
先
生
集
』
全
五
十
七
巻
三
十
二
期
・
目
録
一
朗
(
東
洋
文
庫
所

磁
手
抄
善
本
〉
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
略
記
す
る
。

O
「
楊
文
弱
先
生
集
』
巻
十
「
敬
陳
安
内
第
一
要
務
疏
」
崇
顧
十
年
四
月
十
六
日
奉
聖
旨
|
↓
巻
一

O
「
敬
陳
安
内
第
一
要
務
疏
」
「
霊
友
〕
日

」



起
用
一

O
、
四

一
六

契

機

楊
嗣
昌
が
兵
部
向
書
の
任
に
就
く
篤
入
京
し
た
の
は
、
崇
頑
十
年
三
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
時
に
、
反
範
情
勢
は
新
た
な
局
面
を
む
か
え
っ

つ
あ
っ
た
。

天
啓
七
三
六
二
七
〉
年
、
快
西
北
部
で
蜂
起
し
、

崇
頑
四
三
六
三
一
)
年
、

主
だ
っ
た
も
の
だ
け
で
も
三
十
六
を
数
え
る
に
至

っ
た
反
凱

集
圏
は
、
同
六
年
、

一
一
挙
に
黄
河
を
渡
っ
て
中
原
に
入
り
、
以
後
輩
北
の
東
西
を
く
り
か
え
し
流
動
す
る
形
で
活
動
を
展
開
し
た
。
そ
の
問
、

彼
ら
所
謂
流
賊
は
、
官
軍
の
迫
撃
を
ふ
り
き
り
な
が
ら
勢
力
を
贋
げ
て
い
く
が
、

つ
い
に
九
年
七
月
、
指
導
者
高
迎
鮮
を
失
う
。
そ
し
て
、
こ

「
十
面
の
網
」
作
戦
と
そ
の
矯
の
「
剃
鮪
」
の
設
置
を
園
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
弱
瞳
化
し
つ
つ
あ
っ
た
流
賊
勢

ハ
5
)

力
を
こ
の
機
に
一
一
挙
に
包
園
激
減
す
る
矯
で
あ
っ
た
。

の
事
件
が
も
と
で
流
賊
勢
力
は
二
極
分
解
を
お
こ
し
、

(

4

)

 

く
。
嗣
昌
が
着
任
早
々
、

張
献
忠
を
中
心
に
河
南
・
湖
北
、

李
白
成
を
中
心
に
険
西
・
甘
粛
へ
と
分
か
れ
て
い

- 3 ー

(

6

)

 

だ
が
、
流
賦
の
動
き
と
は
反
割
に
、
河
南
・
湖
北
等
で
は
土
賊
を
初
め
と
す
る
在
地
の
反
凱
が
そ
の
激
し
さ
を
増
し
て
き
で
い
た
。
こ
の
肢

況
は
、
楊
嗣
昌
の
関
知
す
る
所
で
も
あ
り
、
彼
は
、
入
京
の
途
上
で
見
た
光
景
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

臣
、
昨
に
湖
慶
剤
州
・
裏
陽
二
府
、
河
南
南
陽
・
開
封
二
府
よ
り
過
ぎ
来
た
る
。
親
ら
地
方
を
見
る
こ
と
数
百
里
、

一
室
と
し
て
青
草
無

く
、
人
民
相
食
み
、
言
ふ
に
忍
び
ざ
る
に
至
る
。
今
、
兵
を
整
へ
大
剃
せ
ず
ん
ば
、
縦
ひ
賊
に
自
ず
か
ら
天
敗
の
時
有
る
も
、
畢
寛
、
人

す
ぺ

民
、
都
て
殺
掃
し
壷
さ
れ
ん
。
其
れ
僅
か
に
存
す
る
者
、
叉
皆
化
し
て
土
賊
と
焦
ら
ん
。
園
家
、
却
っ
て
何
人
を
持
て
、
地
に
種
え
糧
を

納
め
し
め
ん
。

(
巻
四
三
「
丁
丑
四
月
二
十
七
日
召
劉
」
崇
一

O
〉

そ
し
て
、

「
十
面
の
網
」
の
大
綱
(
「
敬
陳
安
内
第
一
要
務
疏
」
)
に
は
、

土
賊
等
在
地
の
民
衆
の
蜂
起
を
抑
え
る
べ
く
、

次
の
施
策
が
も
り
こ

637 

ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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而
し
て
流
賊
の
害
既
に
深
け
れ
ば
、
即
ち
土
賦
の
風
縫
い
で
起
つ
。
其
の
民
を
し
て
化
し
て
賊
と
矯
ら
し
め
、
鋒
首
た
る
可
か
ら
ざ
る
よ

り
は
、
昌
ぞ
先
に
民
を
練
し
て
兵
を
作
り
、
還
に
我
が
用
を
属
す
に
若
か
ん
。
此
れ
則
ち
各
慮
、
兵
に
不
足
有
ら
ば
、
必
ず
し
も
全
て
遠

募
を
博
ま
ず
。

善
く
土
着
に
し
て
強
健
の
人
を
選
び
、
即
ち
官
兵
と
一
銭
に
制
す
れ
ば
、
之
れ
を
用
ひ

E
つ
防
ぎ
且
つ
剃
し
、
賊
と
家
怨

人
瞥
す
る
に
、
未
だ
珍
滅
す
る
能
は
ざ
る
者
有
ら
ざ
る
な
り
。

〈巻一

O
「
敬
陳
安
内
第
一
要
務
疏
」

「
聖
旨
」

崇
一
O
、
四
、

一六
)

即
ち
、
逸
早
く

「
土
着
」
且
つ

「
強
健
」
の
「
民
」
を
訓
練
し
て
郷
兵
乃
至
民
兵
を
組
織
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
兵
力
の
補
強
の
み
な
ら
ず
、

流
賊
に
躍
ぐ
土
賊
の
誕
生
を
抑
え
る
、
地
域
防
衛
策
を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

但
し
楊
嗣
昌
の
考
え
る
地
域
防
衛
の
方
法
は
、
郷
丘
(
等
の
組
織
訓
練
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
、
そ
の
黙
か
ら
、
彼
の
立
案
の
根

お
そ

本
的
な
擦
り
所
も
、浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
就
任
約
一
か
月
後
、
嗣
昌
は
「
流
気
・
敵
患
(
世
間
洲
族
)
、
博
む
可
く
し
て
虞
る

る
な
き
」
を
期
し
て
、
女
の
よ
う
な
奏
疏
を
書
い
て
い
る
。

園
家
を
有
す
る
者
、
其
の
民
を
寧
ん
ず
る
や
、
承
卒
の
日
に
嘗
た
り
て
は
、
穴
居
野
慮
す
と
雄
も
、
紙
だ
薩
に
其
の
自
如
を
聴
す
べ
き
の

あ

ほ
り

み
。
多
警
の
時
に
値
た
り
て
は
、
城
を
高
く
し
池
を
深
く
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
患
無
き
を
保
つ
能
は
ず
の
臣
、
昨
歳
田
野
の
聞
に

- 4 ー

在
り
て
、
恭
し
く
聖
詠
を
聞
く
な
ら
く
、
省
直
の
州
懸
に
通
行
し
て
一
鵠
に
城
垣
を
修
築
せ
し
め
、
高
・
厚
す
る
こ
と
若
干
丈
尺
を
要
す

と
。
臣
、
手
額
す
る
に
勝
へ
ず
、
以
篤
へ
ら
く
、

我
が
皇
上
の
小
民
を
嘉
恵
す
る
こ
と

此
く
の
如
し
と
。

(
巻
一
一
一
一
「
閥
復
工
部
査
販
滅
工

疏
」
「
聖
旨
」

崇
一
O
、
閏
四、

四
'-" 

(

7

)

 

こ
の
疏
に
射
し
、

崇
頑
一帝
は
「
修
備
儲
練
、
屡
ミ
識
し
甚
だ
明
ら
か
な
り
。
原
よ
り
未
だ
禁
止
せ
ず
」
と
答
え
て
い
る
。

「
修
備
儲
練
」
と

は
ー
ー
生
J

の
異
同
は
あ
る
も
の
の
1

1
、
崇
頑
一帝
が
「
聖
議
」
に
著
し
た
地
域
防
衛
に
関
す
る
四
つ
の
方
針
「
城
池
を
修
繕
し
、
守
兵
を
置
造

し、

郷丘一
を
幽
練
し
、

(

8

)

 

指
す
。
即
ち
、
嗣
昌
は
、
こ
の
内
の

一
項
目
、
各
地
の
城
壁

・
堀
の
修
繕
も
重
要
覗
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
郷
里
に
お

(

9

)

 

い
て
試
案
を
起
草
さ
え
し
て
い
た
。
し
か
も
、
在
日
す
べ
き
は
、
先
の
郷
兵
等
の
組
織
訓
練
が
、
こ
の
崇
頑
一帝
一
の
方
針
の
中
に
入

っ
て
レ
る
こ

糧
州
を
儲
蓄
す
る
の
四
事
」

(
城
・
掘
を
修
繕
し
、
防
具
を
設
置
製
造
し
、
郷
丘
ハを
組
織
訓
練
し
、
糧
稼
を
貯
載
す
る
こ
と
)
を



つ
ま
り
、
揚
嗣
昌
は
、
崇
顧
一
帝
が
指
し
示
す
地
域
防
衛
の
四
方
針
「
修
・
備
・
練
・
儲
」
を
嬢
り
所
と
し
て
、
自
ら
の
地
域
防
衛

案
の
作
成
に
と
り
か
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

と
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
う
し
た
方
針
を
貫
施
に
移
す
際
、
楊
嗣
昌
に
は

一
つ
の
考
え
が
あ
っ
た
。
彼
が
前
掲
の
疏
文
を
書
い
た
抑
々
の
理
由
は
、
嘗
時
政

府
内
部
で
「
州
鯨
の
有
司
、
行
ふ
を
奉
る
に
善
か
ら
ず
、
民
を
携
し
財
を
傷
ふ
」
と
い
う
撃
が
高
ま
り
、

「
城
垣
を
修
築
す
る
」
方
針
が
あ
わ

や
取
り
消
さ
れ
よ
う
と
し
た
震
で
あ
っ
た
。
嗣
昌
は
そ
の
よ
う
な
動
き
に
劃
し
て
、

「
首
向
性
の
利
害
」
を
思
い
「
有
司
」
は
「
一
時
」
の
「
第

怨
の
口
」
を
恐
れ
ず
事
業
を
準
め
る
べ
し
と
主
張
す
る
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
な
事
例
を
指
針
と
し
て
示
し
た
の
で
あ
る
。

五
に
郷
紳
越
養
蔚
の
開
卒
衛
城
を
修
繕
す
る
の
一
事
を
得
。
:
:
:
費
え
ず
し
て
之
れ
が
震
に
起
舞
せ
ら
れ
、
臣
、
開
卒
に
因
り
以
て
省
直

崇
顧
四
・
五
・
六

・
七
の
数
年
の
久
し
き
を
歴

し
、
銀
を
費
や
す
こ
と
五
千
二
百
六
十
除
金
の
多
き
に
至
る
。
養
蔚
に
在
り
て
首
に
摘
識
を
信
ふ
る
こ
と
、
固
よ
り
説
ふ
な
き
な
り
。
車

に
例
し
、
養
蔚
に
因
り
以
て
徐
人
に
勘
む
る
を
請
ふ
な
り
。

夫
れ
開
卒

一
城
の
修
繕
、

爾
の
一
街
、

官

・
紳
・
士
・

民
も
亦
掴
ず
る
こ
と
二
千
四
百
係
金
。
夫
れ
畳
に
全
く
財
を
傷
は
ざ
ら
ん
。
農
忙
し
き
の
時
、
養
蔚
自
ら
工

力
を
出
だ
す
こ
と
、
国
よ
り
読
ふ
な
き
な
り
。
其
の
除
募
化
(
托
鉢
)
・
流
寓
等
の
夫
、
欝
も
て
外
城
の
地
祉
を
補
ふ
。
夫
れ
宣
に
全
く
民

を
傍
せ
ざ
ら
ん
。
幸
ひ
な
り
。
開
卒
未
だ
有
司
を
設
け
ず
。
止
だ
是
れ
衡
所
の
各
官
、
能
く
郷
紳
の
信
義
を
聴
き
相
安
ん
ず
る
こ
と
、
設

ふ
な
き
の
み
。
設
使
有
司
此
れ
を
痛
さ
ば
、
窮
排
に
多
金
の
助
を
索
め
、
数
年
に
未
だ
了
は
ら
ざ
る
の
工
を
儀
さ
ん
。
興
議
、
必
ず
沸
騰

を
具
(
見
)
さ
ん
。

開
卒
衛
城
(
北
直
線
高
全
都
指
簿
司
)
の
修
築
工
事
に
照
ら
し
て
、

(
銀
雨
の
自
主
供
出
)
の
質
例
を
、

を
も
の
と
も
せ
ぬ
「
摘
職
」

揚
嗣
昌
は
、
郷
紳
と
そ
の
「
信
義
」
に
臆
じ
た
地
域
各
層
の
自
ら
の
負
捨

全
園
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
に
あ
っ
て
は
、

「
有
司
」
の
奮
起
の
み
な
ら
ず
、
か
か
る
郷
紳
等
の
自
主
的
な
援
助
を
導
く
こ
と
が
、
本
地
域
防
衛
策
、遂
行
の
震
に
、
是
非
必
要
で
あ
る
と
考

え
て
い
た
の
で
あ
る
。

639 

崇
頑
十
(
一
六
三
七
〉
年
四
月
、

日
々
に
深
刻
化
す
る
土
賊
等
の
在
地
反
飢
の
動
き
を
憂
慮
し
、

「
十
面
の

以
上
、
兵
部
向
書
楊
嗣
昌
は
、

- 5 ー
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網
」
包
圏
作
戦
に
並
行
し
て
華
北
の
各
州
鯨
を
中
心
に
地
域
防
衛
策
の
貫
施
に
ふ
み
き
る
。
そ
の
際
、
彼
は
、
既
に
崇
積
一
帝
に
よ
っ
て
提
示
さ

れ
て
い
た
地
域
防
衛
の
四
つ
の
方
針
「
修
・
備
・
練
・
儲
」

(
域
壁
・
堀
の
修
繕
、
防
具
の
設
置
製
造
、
郷
兵
の
組
織
訓
練
、
食
料

・
稼
の
貯
蔵
〉
を
立

案
の
擦
り
所
と
す
る
と
と
も
に
、
敢
え
て
く
り
か
え
す
が
、
郷
紳
を
初
め
と
す
る
地
域
諸
層
の
自
主
的
な
援
助
に
少
な
か
ら
ず
依
援
し
よ
う
と

思
い
は
か
る
の
で
あ
っ
た
。

で
t主

一
億
、
ど
の
よ
う
な
地
域
防
衛
案
が
具
観
的
に
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
。

以
下
、
時
聞
を
逐
っ
て
、

地
方
(
省
)
別
に
見
て
い
く

」
と
に
し
た
い
。

展

開

a 

河

南

- 6ー

嗣
昌
が
早
急
に
地
域
防
衛
策
(
郷
兵
の
組
織
化
)
を
行
う
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
地
方
は
、
河
南
で
あ
っ
た
。
河
南
こ
そ
は
、
土
賊
が
蜂
起
を

た
ま
た

崇
頑
六
(
一
占
ハ
三
三
)
年
「
禽
ま
流
賊
猫
娠
し
、

く
り
か
え
す
代
表
的
な
地
方
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(

凶

)

織
か
に
設
し
、
郷
曲
を
撒
掠
す
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
流
賊
の
到
来
を
き
っ
か
け
に
蜂
起
し
、
そ
の
後
蛾
ん
に
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も

(

日

)

の
で
あ
る
。
次
の
史
料
は
、
崇
顧
九
年
後
傘
、
河
南
の
中
で
も
と
り
わ
け
土
賊
の
活
動
が
激
し
か
っ
た
南
陽
府
等
西
・
南
部
に
つ
い
て
の
も
の

嘗
地
の
土
賊
は
、

土
竃
聞
に
乗
じ
て

で
あ
る
。
史
料
中
「
楊
四
」
以
下
七
名
は
、
全
て
土
賊
の
指
導
者
で
あ
る
。

丁
丑
、
:
・
舞
陽
の
人
楊
四

・
張
願
明
、
泌
陽
の
人
郭
三
海
、
途
卒
の
人
侯
思
民
・
秦
至
剛
、
裕
州
の
人
張
五
、
魯
山
の
人
何
孟
魁
、
皆

険
に
眠
り
衆
を
楽
む
。
楊
四
最
も
強
く
、
糠
を
徴
し
丁
を
勾
(
拘
引
〉
し
、
群
魁
を
笹
崎
山
に
於
い
て
舎
す
。

〈清

・
実
支
『
懐
陵
流
窓
始
終

銭
』
巻
九

崇
禎
九
年
八
月
)

但
し
、
楊
嗣
昌
は
郷
丘
(
の
組
織
化
を
は
か
る
に
嘗
た
り
、

か
か
る
土
賊
の
制
墜
を
頭
に
入
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
護
生
基
盤
に
つ
い
て
は
逆
に



生
か
す
手
立
て
を
考
え
て
い
た
と
言
え
る
。
崇
繭
十
年
四
月
二
十
七
日
の
「
召
封
」
に
お
い
て
、

一帝
一
が
郷
丘
ハの
有
数
性
を
質
し
た
の
に
針
し
、

彼
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

其
の
各
〔
巡
〕
撫
の
地
方
、
須
く
土
著
を
練
し
、
自
強
の
根
本
と
魚
す
ベ
し
。

て
、
兵
鋒
、
嘗
た
る
可
か
ら
ず
。
設
使
、
嘗
初
人
の
羅
し
て
之
れ
を
致
し
、
箇
の
頭
目
と
倣
し
て
他
の
郷
兵
を
領
せ
し
む
る
有
ら
ば
、
山
一旦

た
と
へ
ば

侵
如
、
河
南
の
土
賊
楊
四
・
郭
三
海
の
雨
股
、
盛
強
に
し

に
以
て
賊
を
殺
す
可
か
ら
ざ
ら
ん
。

(
「
丁
丑
四
月
二
十
七
日
召
封
」
前
掲
)

つ
ま
り
、
郷
兵
が
働
く
か
否
か
は
、
偏
に
そ
の
指
揮
者
の
力
量
に
か
か
っ
て
お
り
、
今
後
郷
兵
の
指
揮
者
は
、
楊
四
・
郭
三
海
の
如
き
土
賊

の
首
領
に
も
な
り
得
る
在
地
の
者
(
「
土
著
」
)
を
思
い
切
っ
て
嘗
て
る
ー
ー
ー
従
っ
て
、
彼
ら
を
土
賊
と
化
す
以
前
に
逸
早
く
嘗
局
に
ひ
き
い
れ

る
こ
と
が
肝
心
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
閏
四
月
、
楊
嗣
昌
は
、
河
南
の
南
陽
・
汝
寧
南
府
下
の
土
賊
を
完
全
に
制
藍
す
る
魚
、

「
郷
圏
を
選
練
し
、
豪
傑
を
招
集
す
る
」
に

「
民
の
父
母
」

(
具
鐙
的
に
は
「
州
・
懸
」
官
)
の
職
務
の
要
黙
と
し
て
綴
ら
れ
た
そ
の
疏
文
は
、
第
一
に
、

「
恒
業
を
課
し
以
て
根
本
を
固

- 7ー

主
眼
を
お
く
四
つ
の
措
置
を
、
一
帝
に
奏
請
す
る
(
巻
二
二
「
覆
兵
科
汝
宛
盗
窟
悉
卒
疏
」

「聖
旨
」
崇
一

O
、
間
四
、

一六)。

む
る
」
こ
と
を
奉
げ
、

所
謂
郷
拘
の
奉
行
を
説
く
。

~W 
ち

「土」

(
生
員
)
ま
で
も
が
「
賊
黛
」
に
加
わ
る
今
日
、

「
風
化
の
失
」
を
改
め

け
、
住
民
全
て
に
「
各
と
一
業
に
居
し
て
、
屡
ミ
省
み
れ
ば
乃
ち
成
ら
ん
」
こ
と
を
識
せ
と
記
す
e

第
二
は
、

山
積
せ
る
問
題
に
よ
っ
て

一
燭
創
設
の
も
と
に
あ
る
各
州
・
蘇
に
お
い
て
は
、

る
震
に
各
州
・
鯨
の
城
市
・
郷
村
で
郷
約
を
行
う
。
殊
に
「
員
正
に
し
て
年
高
、
徳
有
り
て
一
方
に
敬
信
せ
ら
る
る
」
者
を
「
約
正
」
等
に
就泌

さ

「
暴
動
を
恨
み
以
て
衆
心
を
厭

ふ
る
」
こ
と
を
穆
げ
、

「
民
の
父
母
」
自
ら
具
に
「
民
情
」
を

説
く
。
即
ち

調
べ
且
つ
「
民
の
疾
苦
」
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
第
三
は
、

す

で

「
今
、
流
賊
既
己
に
蔓
延
し
、
土
賊
尋
い
で
復
た
充
斥
せ
る
は
、
其
れ
原
よ
り
醸
匿
し
て
報
ぜ
ず
、
趣
を
養
ひ
て
蛇
と
成
す
よ

「
説
剰
を
決
し
以
て
根
芽
を
絶
つ
」
こ
と
を
拳
げ
、
所
謂
保
甲
の
寅
施
を

り
起
こ
る
」
と
し
、

「
保
長
・
甲
長
」

は、

「
身
家
あ
る
土
・
民
」
と
と
も
に
、
人
々
の
動
き
を
絶
え
ず
調
査
せ
よ
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ

641 

れ
ら
三
つ
を
前
提
に
、

第
四
と
し
て
、

主
題
た
る
「
材
傑
を
寵
し
(
ひ
き
い
れ
〉
以
て
愚
頑
を
散
ぜ
し
む
る
」
こ
と
を
翠
げ
る
。

嗣
昌
は
、
改
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め
て
兵
科
給
事
中
凌
義
渠
の
言
「
楊
四

・
郭
三
海
等
は
必
ず
人
を
遁
ぐ
る
の
人
才
を
有
し
、
群
盗
に
国
間
服
せ
ら
る
。
若
し
期
に
先
ん
じ
て
牧
用

せ
ば
、

一
一
管
に
資
す
る
に
足
ら
ん
」
を
示
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、

各
地
で
「
材
傑
」

(
「
才
気
衆
よ
り
出
で
謀
勇
人
を
粂
ぬ
る
上
等
者
」
〉
を
逸
早
く

見
つ
け
、
土
賊
に
加
わ
る
前
に
彼
ら
を
郷
兵
の
指
揮
者
と
し
て
吸
牧
せ
よ
と
説
く
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
人
材
の
獲
得
方
法
で
あ
る
。

此
れ
(
枚
用
)
等
の
事
、

専
ら
有
司
に
責
む
べ
き
も
、

未
だ
必
ず
し
も
人
人
も
て
崩
ず
る
能
は
ず
。
一
該
撫

・
按

・
遵

・
府
、
其
の
境
内
を

査
す
る
に
、
果
た
し
て
清
正
な
る
郷
紳
の
、
素
よ
り
民
の
敬
服
す
る
所
と
震
る
者
有
ら
ば
、
就
ち
嘗
に
懐
ひ
を
虚
し
く
し
て
訪
問
し
、
牢

寵
鼓
舞
の
事
を
以
て
之
れ
に
託
す
べ
し
。
彼
、
一
郷
の
中
既
に
深
く
流
口
聞
を
識
れ
ば
、
叉
粂
ね
て
身
家
を
顧
み
る
に
未
だ
心
力
を
差
し
て

す
く

之
れ
を
魚
さ
ざ
る
者
有
ら
ず
。
耳
目
既
に
置
け
れ
ば
、
蒐
羅
必
ず
多
か
ら
ん
。
是
れ
乃
ち
有
司
の
及
ば
ざ
る
所
を
済
ふ
。
卒
素
豪
横
に
し

て
、
怨
み
を
郷
曲
に
数
む
る
者
の
若
き
は
、
高
高
此
れ
を
以
て
之
れ
に
属
す
可
か
ら
ず
。
反
っ
て
多
事
を
滋
す
る
な
り
。

巡
撫
・
巡
按
・
知
府
は

「
卒
素
豪
横
」
で
地
域
の
者
の
恨
み
を
か
っ
て
い
る
郷
紳
を
除
レ
て

「
民
」
の
隼
敬
心
服
を
得
、
嘗
地
の
寅
情

に
も
精
通
す
る

「清
正
」

(
清
廉
)
な
る
郷
紳
に
、

首
一
該
の
「
材
傑
」
吸
牧
を
委
託
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
有
司
」

(
知
州
・
知
蘇
)
の
職
務
を

。。

助
け
よ
と
言
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、
楊
嗣
昌
は
、
本
策
の
主
眼
と
も
い
っ
て
よ
い
郷
兵
を
指
揮
す
る
人
材
の
吸
牧

・
確
保
を
ば
、
在
地
の
民
衆

と
深
い
結
び
つ
き
を
も
ち
彼
ら
に
劃
し
て
指
導
性
を
有
す
る
郷
紳
(
「
清
正
郷
紳
」
〉
の
力
を
得
て
達
成
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

「
這
の
覆
麗
の
四
款
、

但
し
、
崇
禎
一
帝
は
以
上
の
案
に
射
し
て

一
該
省
の
郷
紳
は

軽
が
ろ
し
く
託
訪
を
議
す
る
を
得
ざ
る
を
除
き
、
除

(

刊

以

)

は、

一該
傑
・
按
を
し
て
道
・
府
・
州

・
懸
等
の
官
に
巌
筋
し
、
俗
寅
遅
行
し
、
以
て
盗
源
を
清
め
し
め
よ
」
と
慮
断
す
る
。
他
の
項
目
は
採
揮

「
十
面
の
網
」
作
戦
が
北
迭
の
急

さ
れ
た
も
の
の
、
策
の
要
に
嘗
た
る
特
定
郷
紳
へ
の
委
託
に
つ
い
て
は
、
却
下
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

な
緊
迫
化
に
伴
っ
て
延
期
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
(

C

筒
)
、
河
南
の
地
域
防
衛
策
は
、
そ
の
後
軌
道
に
の
ら
な
か
っ
た
。
八
月
、
事
態
を
重
く
見

た
嘗
地
の
郷
紳
が
、
京
師
に
赴
い
て
窮
肢
を
訴
え
る
。
こ
の
時
嗣
昌
は
、
彼
ら
と
面
談
し
、
河
南
の
魚
だ
け
に
官
兵
・
帥
を
割
け
な
い
貼
を
述

(
お
)

べ
る
と
と
も
に
、
改
め
て
「
絹
紳
」
に
「
郷
兵
を
合
練
し
、
戦
守
を
質
問
す
る
」
こ
と
へ
の
同
一
意
と
協
力
を
求
め
る
の
で
あ
っ
た
。



b 

湖

南
・
湖

~t 

こ

う

し

た

獄

況

を

よ

そ

に

、

流

賊

の

影

響

を

う

け

た

在

地

反

蹴

の

波

は

、

崇

踊

十

年

三

月
、
張
献
忠
ら
流
賊
集
圏
が
、
大
奉
安
徽
か
ら
湖
北
に
侵
攻
し
て
以
来
、
湖
南
に
お
い
て
は
、
土
賊
の
動
き
が
活
護
化
し
、
そ
の
篤
衡
州
・
永

(

M

)

 

州
等
諸
府
が
立
て
績
け
に
陥
れ
ら
れ
た
。
他
方
、
桂
陽
直
毅
州
属
臨
武
・
藍
山
田
郡
に
接
黙
を
も
っ
「
醸
成
」
の
活
動
も
蛾
ん
に
な

っ
た
。
初
期

あ
ま
ね

の
指
導
者
劉
新
字
に
つ
い
て
「
〔
崇
積
八
年
〕
其
の
多
十
月
:
:
:
湖

・
湘
の
州
郡
に
、
流
賊
将
に
循
か
ら
ん
と
す
。
新
字
放
よ
り
投
惇
、
慨
に
乗

(

日

)

じ
て
盗
を
魚
す
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

長
江
を
越
え
て
華
中
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な
る
。

元
来
嘗
地
の

「
蹟
賊
」

は
流
賊
の
影
響
の
も
と
に
瑳
生
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

時
こ
こ
に
至
つ

て
、
長
沙
府
一
帯
に
そ
の
勢
力
を
抜
大
す
る
。
楊
嗣
昌
は
、
こ
う
し
た
情
勢
の
推
移
に
劉
躍
す
ベ
く
、
先
ず
、
七
月
に
「
偏
況
巡
撫
」
な
る
官

(

団

)

の
新
設
を
一
帝
に
奏
請
す
る
。
嘗
時
期
慶
巡
撫
・
巡
按
使
が
流
賊
の
討
伐
と
裏
陽
等
の
皇
陵
の
防
衛
に
ま
わ
っ
て
い
た
魚
、
湖
南
・
湖
北
の
在
地

反
凱
に
主
に
嘗
た
る
別
の
官
が
必
要
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
捲
嘗
者
の
着
任
の
遅
れ
も
あ
り
、
土
賊
・
「
蹟
賊
」
の
勢
い
は
一
向
に

清

・
乾
隆
十
二
(
一
七
四
七
〉
年
刊
本
『
長
沙
府
志
』
巻
三
七
「
災
一昨
志

・
兵
難
附
」
は
、
こ
の
聞
の
反
範
情
勢
を
次
の
よ

9一

衰
え
な
か
っ
た
。

う
に
記
し
て
い
る
。

崇
頑
十
年
三
月
初
一
目
、
臨
・
藍
の
瞭
賊
、

四
月
初
五
日
、

す
。
五
月
中
、
土
賊
江
長
子
・
李
大
用

・
李
高
峯
等
、
天
王
寺
に
擦
り
て
範
を
作
す
。
衆
数
千
人
を
緊
め
、
大
い
に
擦
に
劫
掠
し
、
芳
ら

湘
郷
に
至
り
て
劫
掠
す
。

復
た
来
た
り
、

衆
千
品
駄
を
擁
し
て
蘇
城
を
攻
陥

安
化

・
寧
郷
の
諸
邑
を
侵
す
。
一
抗
撫
陳
容
護
、
巡
遁
高
斗
極
に
搬
し
、
副
総
長
羅
安
邦
を
督
し
て
之
れ
を
討
た
し
め
ん
と
す
。
十
一
月
、

復
た
臨

・
藍
二
慮
の
土
賊
と
通
じ
、
湘
栖
停
を
焚
劫
す
。

か
く
て
楊
嗣
昌
は
、
事
態
打
開
の
第
二
の
方
法
と
し
て
、
地
域
防
衛
策
を
敷
こ
う
と
す
る
。

疏
文
「
湖
湘
賊
勢
縛
蟻
疏
」

(
巻
一
九
「
聖
旨
」
崇
一

O
、
九
、
二
五
〉
に
著
さ
れ
た
そ
の
大
綱
は
、
六
つ
の
柱
か
ら
成
り
立
ち
、
第
一
項
目
は
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「
屯
租
を
留
め
以
て
批
丁
を
練
す
」
と
記
さ
れ
る
。

「社
丁
」
と
は
、
こ
の
場
合
各
衛
所
の
「
徐
丁
の
精
妊
な
る
者
」
を
指
し
、

「
屯
租
」
を
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資
金
源
に
彼
ら
を
訓
練
し
、
地
域
防
衛
戦
力
の

一
翼
を
携
わ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
「
屯
租
」
と
は

一
種
何
か
。
嗣
畠
は
、
前
年

(

幻

)

(

国

)

来
、
郷
里
湖
南
常
徳
府
城
の
改
修
工
事
を
手
が
け
、
兵
部
山
問
書
就
任
後
も
京
師
か
ら
随
時
そ
の
指
示
を
選
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
嘗
初
彼
が

「
城
を
繕
ひ
兵
を
募
る
」
資
金
源
と
し
て
考
え
て
い
た
も
の
に
、
「
絶
溢
屯
租
」
な
る
も
の
が
あ
る
。

E
の
ご
ろ

臣
郷
、
常
徳
一
府
四
蘇
は
、
政
爾
の
小
邦
な
り
。
:
:
:
頃
者
、

南
征
北
討
あ
り
。

奔
避
す
る
の
に
所
無
し
。

本
衡
の
絶
溢
屯
租
の
銀
雨
を
留
め
て
城
を
繕
ひ
兵
を
募

-
・
・
士
農
工
商
、

臣
、
前

〈
崇
禎
九
年
)
に
里
に
蹄
り
、

諸
と
の
紳
衿
を
率
ゐ
、

撫

・
按
雨
院
に
具
呈
し
、

ら
ん
こ
と
を
請
ふ
。
(
巻
二
五
「
修
練
臨
港
救
旨
疏
」

「
聖
旨
」

崇
一
一
、
七
、
一
一
六
〉

「
組
溢
屯
租
」
と
は

元
来
湖
慶
巡
按
余
麿
桂
の
案
に
係
る
も
の
で
、

既
に
無
主
に
な
っ
て
い
る
(
「
紹
」
)
屯
田
を
許
可
な
く
請
負
い
耕
作

い
わ
ば
屯
田
の
不
正
占
有
者
か
ら
の
地
代
「
絶
溢
屯
租
」
を
、
改
め
て
湖
南
・
湖
北
の

各
衛
所
に
お
い
て
設
置
し
、
そ
れ
を
以
て
「
除
丁
」
の
訓
練
資
金
に
充
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
て
い
る
者
、

(

凶

)

地
代
を
指
す
。
即
ち
、
楊
嗣
昌
は
、
郷
里
で
園
っ
た
、

又
は
基
準
額
以
上
に
屯
田
を
占
有
し
て
い
る
(
「
溢
」
)
官
員
・
軍
戸
か
ら
、

各
々
屯
田
を
在
牧
す
る
か
わ
り
に
納
め
さ
せ
る

だ
が
、
片
や
常
徳
府
城
の
修
繕
は
、

「
絶
瀧
屯
租
」
以
外
の
方
途
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

し
か
も
、

彼
に
あ
っ
て
は
、

- 10ー

「
湖
南
・
北
に
親
藩
の
四
有
り
。
其
の
要
害
た
る
や
、
州
懸
に
現
し
て
之
れ
に
百
た
り
。

(

m
山

)

ず
c

高
さ
僅
か
に
八
尺
、
頒
倣
し
て
湛
へ
ざ
る
者
有
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
常
徳
府
の
み
な
ら
ず
湖
南
・
湖
北
に
お
け
る
王
府
を
有
す
る
全
府

而
れ
ど
も
親
藩
封
園
、

城
の
堅

・
躍
は
同
じ
か
ら

城
の
補
修
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
楊
嗣
昌
の
頭
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
が
、

「
騨
裁
銀
」
の
留
用
で
あ
り
、
そ
れ
が
雷

も
こ
れ
に
き
り
か
え
ら
れ
る
が
、

「
騨
裁
を
留
め
以
て
城
守
を
繕
ふ
」
を
形
づ
く
る
。
策
の
貫
施
と
同
時
に
、
郷
里
の
修
城
資
金
捻
出
の
方
針

し
か
し
、
後
に
偏
一
抗
巡
撫
陳
容
諜
が
自
己
の
兵
・
飼
の
確
保
を
強
く
要
求
す
る
や
、

「
騨
裁
銀
」
は
先
ず
以

一
該
の
地
域
防
衛
策
の
第
二
の
柱
、

て
官
兵
の
兵
飼
用
に
ま
わ
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
時
に
嗣
昌
は
、
次
の
よ
う
な
手
紙
を
郷
里
の
家
に
選
っ
て
い
る
。

陳
撫
院
、

兵
を
募
り
舶
を
請
ふ
。
我
嘗
に
亜
か
に
力
め
て
之
れ
を
園
る
べ
し
。
但
し
、
戸
部
十
分
に
匿
拙
な
れ
ば
、
前
を
留
め
ん
と
す
る

ご
と

も
、
殊
に
其
の
難
に
苦
し
む
。
撫
院
の
一
一
意
、
屯
租
・
騨
裁
の
雨
項
を
以
て
、
先
ず
兵
に
前
す
る
に
用
ひ
、
市
る
後
城
を
修
る
が
似
し
。
事



巴
む
を
得
ず
与
騨
裁
、
歳
と
六
千
に
止
ま
り
、
修
城
、
向
事
を
昨
さ
ざ
れ
ば
、
則
ち
摘
助
、
最
も
緊
要
と
矯
ら
ん
。
我
が
家
、
自
ら
首
但

嘗
に
銀
一
千
雨
を
掲
ず
ベ
し
。
我
、
陸
績
と
し
て
法
を
設
け
寄
せ
来
る
も
可
な
り
。

と
漏
ら
ん
。
今
書
を
潟
き
道
舎
に
輿
へ
、

(
巻
四
六

「
家
書
」
崇
一

O
〉(

幻

〉

楊
嗣
昌
の
家
は
、
前
稿
で
も
崩
れ
た
よ
う
に
、
常
徳
府
全
穫
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
有
力
郷
紳
の
家
柄
に
属
す
る
。

つ
ま
り
、
郷
里
に
お
い

て
は
、

「
騨
裁
銀
L

の
兵
制
へ
の
縛
用
が
常
徳
府
の
み
に
限
っ
た
問
題
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
嗣
昌
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
時
、
他
の
府
・
州
・
鯨
に
つ
い
て

か
か
る
自
ら
の
家
が
銀
雨
の
自
主
供
出
(
「
損
助
」
)
の
先
が
け
と
な
り
、

修
城
資
金
を
補
填
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

も
、
同
等
者
(
郷
紳
)
の
「
掴
助
」
を
求
め
る
意
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

貧
際
、
郷
紳
に
よ
る
「
摘
助
」
は
、
本
地
域
防
衛
策
の
別
の
柱
を
し
っ
か
り
と
形
づ
く
っ
て
い
る
。

「
賑
米
を
積
し
以
て
貧
民
を
養
ふ
」
と

記
し
た
項
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

夫
れ
賊
、
郡
邑
を
攻
む
る
に
、
好
民
の
内
躍
を
以
て
す
。
好
民
の
喜
び
て
賊
に
薩
ず
る
は
、
貧
に
し
て
糊
口
す
る
能
は
ず
し
て
、
大
家

を
疾
視
す
る
の
素
を
以
て
す
る
な
り
。
湖
南
・
北
、
尤
も
米
糧
に
鏡
か
な
れ
ば
、
土
紳
各
ミ
力
を
量
り
揖
稔
せ
よ
。
多
き
は
数
十
百
石
、

少
な
き
は
即
ち
升
斗
。
年
年
摘
出
し
、
之
れ
を
公
所
に
積
し
、
専
ら
貧
民
の
矯
に
而
し
て
設
く
。
事
無
く
ん
ば
、
動
す
を
許
さ
ず
。
警
有

-11ー

ら
ば
、

ロ
を
計
り
餐
を
授
け
、
貧
民
を
し
て
其
の
力
を
出
だ
し
、
守
望
の
助
と
魚
さ
し
む
。
大
家
、
果
た
し
て
其
の
腹
に
飢
餓
の
虞
無
き

は
、
則
ち
衆
心
城
を
成
す
の
遁
な
り
。

即
ち
、
郷
紳
(
「土
紳
」
)
が
米
糧
を
自
主
供
出
令
指
輪
」
)
し
そ
れ
を
有
事
に
賑
値
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
貧
民
」
が
飢
え
を
理
由
に
「
賊
」

に
呼
躍
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
更
に
は
住
民
全
員
〈
「
大
家
」
〉
が
心
を
一
に
し
て
城
を
守
れ
る
よ
う
に
圃
ろ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
外
、
楊
嗣
昌
は
、

湖
南
・
湖
北
乃
至
郊
接
す
る

「
南
方
」
諸
省
の
反
凱
朕
況
の
特
殊
性
を
踏
ま
え

三
つ
の
防
衛
項
目
を
掲
げ
る
。

「南
方
の
賊
」
は
「
長
鎗
」
を
使
う
故
寧
ろ
大
砲
を
以
て
城
を
守
れ
と
読
く
「
火
器
を
造
り
以
て
城
蓋
を
守
る
」
、

同
じ
く
船
舶
を
用
い
る
者

645 

も
多
い
と
し
長
江
・
洞
庭
湖
の
「
漁
師
」
に
よ
っ
て
水
軍
を
組
織
せ
よ
と
い
う

「
水
勇
を
牧
め
以
て
遠
盗
を
檎
す
」
、

そ
し
て
少
数
民
族
苗
族



し
か
も
、
嘗
地
の
製
砲

・
修
城
技
術
の
低
さ
を
憂
慮
す
る
彼
に
あ
っ
て
は
、

(

お

)

招
聴
し
て
十
分
な
技
術
指
導
を
行
わ
せ
、
策
の
徹
底
化
を
も
園
っ
て
い
る
。

あ
る
。

の
反
飢
銀
座
に
活
躍
し
た
湖
南
の
土
司
草
坪
長
官
司
の
兵
を
用
い
郷
兵
を
訓
練
せ
よ
と
い
う
「
草
兵
を
募
り
以
て
土
著
を
練
す
」
が
、
そ
れ
で

(n〉

前
任
地
(
北
直
線
開
内
道
・
密
雲
這
〉
の
官
吏
を

直
後
に

646 

即
ち
、
湖
南
・
湖
北
の
地
域
防
衛
策
は
、
楊
嗣
昌
の
郷
里
常
徳
府
に
お
け
る
「
修
域
募
丘
亡
事
業
を
下
地
に
し
て
生
ま
れ
、

E
っ
そ
の
事
業

の
進
行
を
腕
み
な
が
ら
推
蔽
さ
れ
た
所
に
、
第

一
の
特
徴
が
あ
る
。
但
し
、
六
本
の
柱
全
瞳
の
内
容
を
見
た
場
合
、
そ
こ
に
は
、
第
二
の
特
徴

と
し
て
の
、
崇
一順
一帝
の
地
域
防
衛
方
針
の
枠
組
み
を
讃
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
敢
え
て
く
り
か
え
す
が
、

「
騨
裁
銀
」
を
資
金
と
し
そ
の
不

足
分
を
郷
紳
の
「
摘
助
」
に
よ
っ
て
補
填
し
、

を
得
て
行
わ
れ
る
大
砲
の
設
置
製
造
は
、

土
司
兵
に
よ
る
郷
兵
の
訓
練
及
び
「
漁
師
」
か
ら
成
る

「
水
勇
」
の
組
織
化
は
、

「備
」
に
嘗
た
ろ
う
。

更
に
は
北
方
の
官
吏
に
技
術
指
導
を
仰
ぐ
所
の
城
壁

・
堀
の
修
繕
は
、

ま
た
同
じ
く
郷
紳
の
「
掲
轍
」
に
依
る
「
貧
民
」
の
震
の
「
賑
米
」
の
貯
臓

「修」

同
様
の
指
導

+』匹、な
い
第
三
の
特
徴
は
、
そ
の
経
済
的
基
盤
が
、
官
府
の
み
な
ら
ず
郷
紳
層
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
「
騨
裁
銀
」
の
留
用
が
億

「儲」、

「
練
」
に
嘗
た
ろ
う
。

そ
し
て
、
看
過
で
き

- 12ー

な
ら
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、
地
域
の
「
貧
民
」
の
救
済
ば
か
り
で
な
く
、
修
城
資
金
と
し
て
も
郷
紳
の
「
摘
助
」
銀
は
重
要
に
な
っ
た
と
思
わ

れ
る
。案

は
、
崇
頑
十
年
十
一
月
八
日
に
、
全
て
一帝
の
裁
可
を
得
、
貫
施
に
付
さ
れ
る
。

c 

「南
方
」
諸
省

(

担

)

こ
れ
に
先
だ

っ
十
月、

楊
嗣
昌
は
、
朝
鮮
の
椴
島
を
め
ぐ
る
満
洲
族
と
の
争
奪
戦
に

一
醸
の
終
止
符
を
う
ち
、
再
度
「
十
面
の
網
」
作
戦
の

準
備
に
と
り
か
か
る
。
殊
に
、
十
二
月
よ
り
翌
年
二
月
に
わ
た
る
三
か
月
を
、
流
賊
集
圏
を
集
中
的
に
討
伐
す
る
「
剃
賊
の
期
」
と
定
め
、
北

(

お

)

(

お

)

(

幻

)

溢
の
官
丘
(を
も
投
入
し
て
成
功
を
期
す
。
「
則
前
」
等
の
兵
制
の
不
足
、
総
理
熊
文
燦
の
怒
意
的
な
懐
柔
策
も
あ
っ
て
、
そ
の
磯
滅
に
は
至
ら

崇
摘
十
三
(
一
六
四

O
)
年
に
か
け
て
お
こ
っ
た
流
賊
勢
力
の

な
か
っ
た
も
の
の

こ
の
戦
役
以
降
、

相
次
い
で
流
賊
の
指
導
者
は
投
降
し
、



ハ
お
)

分
裂
・
弱
小
化
の
護
端
を
つ
く
る
。

だ
が
、
「
剃
賊
の
期
」
も
終
わ
ろ
う
と
す
る
崇
顧
十
一
年
二
月
、
嗣
昌
は
、
一
踊
建
(
十
二
日
〉
、
農
東
(
十
三
日
)
、
湖
南
(
十
五
・
十
七
日
〉
、

湖
北
(
十
九
日
〉
、
江
西
〈
二
十
一
日
)
の
「
南
方
」
諸
省
か
ら
、
た
て
績
け
に
「
盗
賊
」
の
討
伐
に
閲
す
る
報
告
を
受
け
る
。
「
海
山
の
遺
撃
」

と
い
わ
れ
る
一
帽
建
の
「
盗
賊
」
は
、
そ
の
地
の
反
蹴
集
圏
と
見
な
さ
れ
る
も
の
の
、
偏
一
抗
・
南
輪
巡
撫
が
嘗
地
の
「
賊
勢
」
を
示
し
、
湖
廉
巡

撫
が
そ
の
「
績
報
」
を
俸
え
た
ば
か
り
か
、
江
西
・
贋
東
巡
撫
ま
で
も
が
「
楚
冠
奔
質
せ
し
始
末
の
情
形
」
、
「
楚
窟
寒
地
を
瓢
突
せ
し
」
こ
と

(
m
m
〉

を
報
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。

「
〔
崇
禎
〕
十
年
丁
丑

事
買
、
光
緒
七
(
一
八
八
一
〉
年
刊
本
『
江
西
通
志
』
巷
九
六
「
前
事
略
武
功
一
亡
に
は
、

多
十
一
月
、
臨
・
藍
の
流
賊
敷
千
、
楚
よ
り
〔
江
西
案
州
府
〕
捧
郷
を
陥
れ
、
勝
ち
に
乗
じ
て
東
の
か
た
下
る
」
と
あ
る
。

南
・
湖
北
の
地
域
防
衛
策
が
徹
底
さ
れ
ぬ
内
に
、
「
臨
・
藍
の
礎
賊
」
等
が
、
江
西
、
慶
東
と
そ
の
活
動
の
範
圏
を
贋
げ
た
の
で
あ
る
。
正

に
、
華
北
の
流
賊
の
弱
謹
化
が
準
ん
だ
の
と
は
反
射
に
、
そ
れ
に
連
鎖
せ
る
在
地
反
範
の
波
は
、

期
、
華
南
に
ま
で
に
達
し
た
と
捉
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、

前
の
湖

湖
南
・
湖
北
を
導
火
線
に
し
て
、

こ
の
時
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楊
嗣
昌
は
、
こ
う
し
た
事
態
に
劃
し
て
、
叉
各
地
の
動
静
の
詳
細
が
届
か
ぬ
こ
と
を
憂
慮
し
、
嘗
一
該
の
「
南
方
L

諸
省
全
域
に
地
域
防
衛
策

を
至
急
敷
く
こ
と
を
計
聾
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
た
る
や
、
湖
南
・
湖
北
の
地
域
防
衛
策
を
下
地
に
し
つ
つ
、
く
り
か
え
し
述
べ
る
所
の

崇
禎
一
帝
の
四
方
針
「
修

・
備
・
練
・
儲
」
を
、

文
字
通
り
具
瞳
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
卸
ち
、
嗣
昌
は
、
そ
の
案
文
「
南
方
盗
賊

漸
起
疏
」

(
巻
一
一
一
一
「
要
旨
」
崇
二
、
二
、
二
八
)
に
お
い
て
、
先
に
「
近
畿
・
漫
塞
」
に
劃
し
て
出
さ
れ
た
「
聖
識
」

H
「
城
池
を
修
繕
し
、

守
具
を
置
造
し
、
郷
兵
を
園
練
し
、
糧
草
を
儲
蓄
す
る
の
四
事
」
を
嘗
地
方
に
徹
底
す
べ
し
と
言
明
し
た
上
、
以
下
の
如
く
そ
の
語
順
ど
お

り
、
八
項
目
に
わ
た
る
自
読
を
展
開
し
て
い
く
。

「修
」
の
部
分
に
嘗
た
る
第

て
第
二
項
目
は
、

「
必
ず
費
を
献
労
す
る
を
惇
ら
.
す
、
域
陸
を
修
繕
せ
よ
」
、
「
必
ず
敬
・
壁
を
贋
置
し
、
以
て
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守
禦
を
聯
絡
せ
よ
」
と
記
し
、
城
壁
・
堀
の
補
修
改
築
、
並
び
に
城
周
濯
に
「
激
・
壁
亡
を
多
設
し
て
住
民
の
牧
容
量
を
補
充
す
る
と
と
も
に

連
絡
網
を
形
成
す
る
こ
と
を
読
く
。
こ
の
内
、
「
敬
・
壁
」
が
地
域
の
「
土
・
民
」
の
「
摘
責
」
に
よ
っ
て
自
主
的
に
築
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
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る
の
に
射
し
、
城
壁
・
堀
の
一
件
は
、
防
衛
の
基
礎
と
し
て
一
該
嘗
の
地
域
全
て
が
行
う
べ
き
事
業
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
嗣
昌
は
、
そ
の

資
金
捻
出
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
い
う
。

お
そ

是
く
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
決
し
て
嘗
に
第
を
俸
る
可
か
ら
ず
。
決
し
て
嘗
に
費
を
怯
る
る
可
か
ら
ず
。
首
は
官
府
よ
り
捜
括
し
、

次
は
庶

民
よ
り
摘
助
せ
し
む
。
足
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
必
ず
量
り
て
地
糧
に
汲
し
、
量
り
て
商
税
よ
り
抽
さ
ん
。
凡
そ
、
地
方
の
物
カ
を
以
て
、

地

方
の
城
陸
を
繕
ひ
、
而
し
て
地
方
の
生
命
を
球
は
ん
。

前
策
か
ら
見
て
、
畢
寛

「
官
府
よ
り
控
括
」
す
る
と
は
「
騨
裁
銀
」
を

「
庶
民
よ
り
揖
助
せ
し
む
」
と
は
、
郷
紳
を
-
初
め
と
す
る
民
間

か
ら
の
金
銭
の
自
主
供
出
を
、
各
々
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
方
法
を
踏
襲
し
つ
つ
向
且
つ
修
城
費
が
不
足
し
た

場
合
、
土
地
税
乃
至
「
一
商
税
」
に
基
づ
く
附
加
税
に
よ
っ
て
補
填
せ
よ
と
読
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
楊
嗣
昌
が
こ
の
臨
時
の
課
税

を
、
官
側
の
一
方
的
に
と
り
得
る
措
置
と
捉
え
て
い
た
と
は
、
考
え
難
い
。
こ
の
年
九
月
か
ら
翌
年
三
月
に
か
け
て
、
満
洲
族
が
大
翠
河
北
に

(

m

剖

)

(

乱

)

南
侵
す
る
。
彼
は
、
河
北

・
山
東
の
各
州
燃
で
民
兵
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
防
衛
力
を
強
化
す
る
が
、
時
に
一
部
の
中
央
官
僚
か
ら
、
そ

の
地
方
で
「
丁
鞭
に
接
涙
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
丘
一
に
兵
舶
を
支
給
す
る
案
が
出
さ
れ
る
。
嗣
昌
は
、
丘
一
舶
の
必
要
性
を
重
々
認
め
な
が
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ら
も

「
擁
波
丁
鞭
」
に
閲
し
て
は
、
次
の
手
績
き
を
ふ
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
語
る
。

丘
ハ
有
る
も
而
る
に
糧
無
し
。
塵
飯
土
美
、
宣
に
宿
飽
す
る
に
堪
へ
ん
。
放
に
、
丁
鞭
に
擁
涯
し
、
之
れ
を
し
て
、
宇
ば
衣
甲
・
器
械
を
備

へ
、
半
ば
本
色
を
以
て
官
に
納
め
、
改
め
糧
料
・
草
束
を
儲
へ
し
む
る
の
議
有
り
。
:
:
:
臣
、
前
に
、
保
督
を
増
し
、
民
兵
を
練
し
以
て

ひ
か

畿
赤
を
守
り
、
河
北
に
控
へ
以
て
山
東
を
護
る
を
議
す
。
:
:
:
喫
緊
は
、
糧
飼
を
定
む
る
に
在
り
。

・
・
懇
に
聖
鑑
に
祈
る
ら
く
は
、
特

に
戸
部
に
救
し
て
、
畿
輔
・
河
北
・
山
東
の
緒
紳
の
公
議
詳
妥
せ
る
を
集
め
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
裁
決
施
行
す
る
を
請
は
し
め
ん
こ
と
を
。

(径一
一一
O
「摘
叡
司
官
候
奏
第
三
款
疏
」

「
聖
旨
」
崇
二
、

一
二
、
一
一
一一一
)

(

日

記

)

彼
は
以
前
か
ら
、
こ
の
地
方
に
お
け
る
郷
紳
の
「
公
議
」
が
貫
際
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
嗣
昌
に
あ
っ
て
は
、

「
丁
鞭
」
に
も
と
づ
く
附
加
税
が
、
民
丘
(
の
使
用
上
不
可
依
で
あ
る
に
せ
よ
1

1
住
民
に
多
大
の
負
捨
を
粛
す
の
を
慮
っ
て
で
あ
ろ
う
|
|
、



課
税
の
委
細
を
嘗
一
該
地
方
の
郷
紳
の
一
意
一
向
を
ふ
ま
え
て
決
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
修
城
事
業
を
「
南
方
」
諸
省
で
行
う
に
嘗
た

つ
で
も
、
楊
嗣
昌
は
、
同
じ
く
地
域
防
衛
の
経
済
基
盤
を
支
え
る
臨
時
の
課
税
「
量
波
地
糧
」
・
「
量
抽
一
商
税
」
に
つ
い
て
、

い
わ
ば
「
地
方
」

を
代
表
す
る
郷
紳
(
或
は
そ
の
「
公
議
」
)
の
了
解
を
得
て
貫
施
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。

疏
文
は
、
次
に
「
備
」
に
移
り
、
第
三
項
目
は
、

「
必
ず
火
器
を
官
造
し
、
以
て
先
ず
保
障
に
資
せ
」
と
記
さ
れ
る
。
湖
南
・
湖
北
の
地
域

防
衛
策
に
掲
げ
ら
れ
た
大
砲
の
製
造
項
目
を
も
と
に
、
近
く
は
一
幅
建
・
贋
東
、
遠
く
は
北
謹
か
ら
「
能
匠
」
を
募
っ
て
、
「
南
方
」
諸
省
で
「
紅

葬
」
(
オ
ラ
ン
ダ
)
式
の
大
砲
を
造
り
防
具
と
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
四
項
目
は
、
そ
れ
に
附
障
し
て
「
必
ず
弓
湾
を
群
習
し
、
以
て
遠
戦

し
て
鋒
を
挫
せ
」
と
記
し
、
多
く
の
者
が
弓
矢
を
習
い
、
域
外
に
出
て
も
「
賊
」
に
攻
撃
を
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
。
但
し
、
大
砲

の
「
官
造
」
に
つ
い
て
は

若
し
銭
糧
に
慮
す
る
な
き
を
慮
ら
ば
、
必
ず
須
く
摘
職
を
鼓
舞
す
ベ
し
。
有
司
、
先
ず
式
様
を
造
り
、

土
紳
人
等
に
風
勘
せ
よ
。

工
費
若
干
を
計
算
し
、
刊
布
し
て
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と
あ
り
、
官
府
に
然
る
べ
き
「
銭
糧
」
が
な
い
場
合
は
、
先
ず
第
一
に
郷
紳
に
劃
し
て
「
摘
稔
」
を
求
め
よ
と
説
く
。
他
方
、
郷
紳
層
の
一
角

さ
だ

「
聖
議
」
の
「
贋
く
皐
宮
の
士
子
を
勘
ま
し
、
皆
射
御
す
る
を
程
め
し
む
」
を
遵
守
せ
よ
と
述
べ
、

を
占
め
る
で
あ
ろ
う
生
員
に
つ
い
て
も
、

弓
矢
の
主
要
な
措
い
手
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

績
く
「
練
」
に
つ
い
て
は
、
第
五
項
目
に

め訓

m
e
e

「必
ず
附
し
て
武
壌
を
聞
き
、
以
て
材
を
羅
し
志
を
戴
め
よ
」
と
記
し
、
郷
兵
を
訓
練
・
指
揮

す
る
「
武
生
」
の
養
成
を
説
く
。
各
府
・
州
・
懸
・
衡
に
「
武
皐
」
を
設
置
乃
至
併
設
し
、
そ
の
中
で
成
績
優
秀
者
は
、

「
武
彦
」
を
、
鼠
弔
問

に
も
精
通
す
る
者
は
、
生
員
と
と
も
に
「
文
孝
」
を
受
験
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
途
を
聞
い
て
こ
そ
、
始
め
て
「
園
家
」
は
「
員
正
材
勇
の

士
」
を
牧
(
「
羅
」
)
め
、

に
お
け
る
謀
叛
の
情
(
「
邪
心
」
〉
を
数
(
「
戴
」
)
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

第
六
項
目
は
、

「
必
ず
軽
く

「士」

み

保
甲
を
行
ひ
、
以
て
役
を
見
、
兵
に
寓
せ
し
め
よ
」
と
記
し
、
郷
兵
の
具
瞳
的
な
組
織
方
法
を
説
く
。
即
ち
、
組
織
化
の
前
に
は
必
ず
保
甲
制

(

お

)

を
敷
き
、
郷
兵
と
と
も
に
保
甲
も
、
極
力
住
民
に
負
措
が
か
か
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
つ
ま
り
、

649 

「
本
地
の
居
民
」
・
「
外
来
の
人
」
の
勤
務
に
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注
意
し
、

不
審
な
者
が
在
れ
ば
必
ず
保
甲
・
官
府
に
通
報
す
る
原
則
を
守
る
傍
ら
、
「
本
地
の
居
民
中
、
菅
力
衆
よ
り
出
で
、

し
、
善
く
鎗
万
を
使
ふ
者
」
が
あ
れ
ば
、
彼
を
、
「
府
・
州
・
鯨
街
門
の
民
社

・
快
手
・
阜
隷
・
機
兵
・
弓
兵
等
の
役
」
の
「
工
食
を
有
」
し

奉
梶
に
習
知

且
つ
「
老
弱
」
な
る
者
と
入
れ
替
え
て
、
そ
の
「
役
」
に
就
か
せ
る
。
他
方

「勢
家
大
族
」
(
大
郷
紳
〉
の
養
う
「
義
男
・

家
丁
」
の
内
「
尤

に
武
謹
に
精
な
る
者
」
に
つ
い
て
も
「
卒
居
皆

一
英
の
名
字
を
報
じ
、
其
の
年
貌
を
官
に
記
す
」
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
の
者
を
以
て
、
有
事

の
際
の
「
輿
正
精
祉
な
る
郷
丘
亡
、
昼
間侮
・
登
陣
の
用
と
震
」
せ
と
い
う
。
但
し
、
郷
紳
層
は
、

郷
兵
に
闘
す
重
要
な
供
給
源
た
る
の
み
な
ら

ず
、
保
甲
に
よ
る
在
地
の
秩
序
維
持
の
要
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
嗣
昌
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ゆ
る

如
し
不
材
下
流
の
、
好
盗
を
笠
間
蔵
し
、
或
は
子
弟

・
家
人
の
容
隠
し
て
非
を
矯
す
を
聴
す
者
有
ら
ば
、
郷
紳

・
土
子
、
詞
を
合
し
て
糾
事

(

鈍

)

し
、
期
に
先
ん
じ
て
慮
治
し
、
以
て
凱
萌
を
絶
ち
、
情
面
を
顧
惜
し
、
後
悔
を
胎
す
を
致
す
を
容
す
る
な
し
。

「儲
」
は
、
第
七
項
目
を
以
て
説
か
れ
る
。

「
必
ず
豊
か
に
賑
米
を
積
し
、
以
て
民
を
安
ん
じ
療
に
醸
ぜ
よ
」
と
記
す
る
こ
の
項
は
、
最
初

ま
掲
載
す
る
(
前
節
参
照
)
。
そ
の
上
で

「官
倉
」
の
充
貫
を
奉
げ
、
そ
れ
ら
二
途
を
「
積
米
の
権
輿
」
の
基
本
と
し
て
、

「
民
」
の

「賊」

- 16ー

に
、
湖
南
・
湖
北
の
地
域
防
衛
策
の
一
項
、
郷
紳
の
「
摘
戦
」
を
求
め
た
「
賑
米
を
積
し
、
以
て
貧
民
を
養
ふ
」
の
全
文
を
そ

っ
く
り
そ
の
ま

せ
る
と
と
も
に
、

「劣
衿
・

豪
倫
の
震
に
覇
占

・
盗
買
せ
ら
れ
し
者
L

、

必
ず
然
る
べ
き
量
の
米
糧
を

「
官
倉
」

に
納
め
さ
せ
よ
と
述
べ
る
。

「
公
中
の
物
」
た
る
「
官
田
・

皐
田
・
寺
田
」
か
ら
「
賑
米
」
を
供
出
さ

「
倉
機
・
斗
級
の
震
に
串
通
・
侵
欺
せ
ら
れ
し
」
者
に
つ
い
て
調
査

「
南
方
」
で
盛
ん
に
流
布
せ
る
併
教
の
作
法
に
擬
ら
え

こ
の
外
、

へ
の
「
内
麿
」
を
防
ご
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
不
足
あ
る
場
合
は

した
、
民
聞
に
お
け
る
飯
米
の
貯
識
を
も
計
董
す
る
。
即
ち
「
臣
知
る
。
南
方
の
小
民
、
市
井
の
責
菜
と
雄
も
、
必
ず
盆
・
蓋
に
品
開
粒
を
積
し
、

以
て
禿
人
に
供
す
云
々
」
と
述
べ
、
そ
う
し
た
習
慣
に
も
と
づ
い
て
「
住
居

・
里
闘
の
附
近
の
巷
院
に
於
い
て
常
住
の
廠
を
作
り
」
、
「
大
家

・

小
戸
に
拘
わ
ら
ず
」
毎
月
少
し
ず
つ
米
を
搬
入
貯
蔵
さ
せ
る
と
す
る
。

疏
文
は
最
後
に、

(

お

)

「
必
ず
確
か
に
激
動
を
昭
ら
か
に
し
、
以
て
事
を
興
す
に
省
み
て
成
さ
し
め
よ
」
と
記
し
、
以
上
の
地
域
防
衛
策
を
各
地

方
に
お
い
て
提
示
す
る
地
方
官
(
「
有
司
」
)

へ
の
指
導
を
読
く
。

即
ち
、

「
聖
議
」

の
四
方
針
が
こ
れ
ま
で
成
果
を
見
な
か

っ
た
の
は
、
地
方



官
が
率
先
し
て
事
を
進
め
な
か
っ
た
震
と
す
る
(
「
始
事
の
難
」
)
。

但
し

「
有
司
、
其
の
土
に
官
た
り
て
、
其
の
土
に
家
あ
る
に
あ
ら
ざ
る
」

黙
を
慮
る
な
ら
ば
、
彼
ら
に
劃
す
る
弾
劾
罷
兎
は
、
結
局
、
本
事
業
の
中
断
広
つ
な
が
る
。
従
っ
て
、
逆
に
「
破
格
に
優
取
す
る
」
な
ど
、
地

方
官
に
「
朝
廷
」
の
激
動
(
「
激
動
」
)
の
意
を
確
賓
に
俸
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
率
ゐ
て
作
す
の
有
司
を
保
全
す
」
る
の
が
安
嘗
と
述
べ
る
。

本
案
は
、
崇
頑
十
一
年
二
月
二
十
八
日
に
菅
の
裁
可
を
う
け
、
漸
次
寅
施
さ
れ
る
運
び
と
な
る
。
買
は
、
こ
の
策
が
、
冒
頭
に
述
べ
た
「
練

線
」
策
と
合
鐙
す
る
の
で
あ
る
。

「
練
線
」
の
設
置
と
は
、
抑
々
、
崇
頑
十
二
年
三
月
、
崇
頑
一
帝
一
に
採
律
さ
れ
た
「
副
将
楊
徳
政
の
議
」
に
係

る
も
の
で
、
具
瞳
的
に
は
、
各
府
・
州
・
豚
の
官
職
の
一
一
部
を
削
減
し
て
(
「
裁
」
)
代
わ
り
に
「
練
備
」
・
「
練
組
」
な
る
武
官
を
設
け
、
そ
れ

に
よ
っ
て
民
兵
を
訓
練
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
(
「
練
」
)
。
こ
れ
に
闘
し
て
、
『
明
史
』
は
、
楊
嗣
昌
(
兵
都
術
書
粂
東
閣
大
皐
士
)
が
、
情

(

お

)

勢
(
北
迭
の
緊
張
状
態
)
を
判
断
し
て
、
首
一
該
施
策
を
先
ず
「
畿
輔
・
山
東
・
河
南
・
山
西
」
で
行
お
う
と
し
た
と
記
し
て
い
る
。
だ
が
、
嗣
昌

が
貫
施
地
域
を
限
定
し
た
員
の
理
由
は
、
賓
の
慮
、
別
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
は
こ
の
時
、
次
の
よ
う
な
疏
文
を
書
い
て
い
る
。

有
る
を
待
ち
、

則
ち
此
件
の
裁
・
練
、
聖
裁
を
請
ひ
次
第
に
之
れ
を
行
は
ざ
る
を
容
せ
ず
。
先
ず
、
河
北
・
山
東
を
以
て
上
と
震
す
。
之
れ
を
行
ふ
に
数ピ

と

則
ち
其
れ
必
ず
し
も
行
は
ざ
る
が
似

或
は
過
計
に
あ
ら
ず
と
も
、

大
江
以
南
は
、
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再
に
、
之
れ
を
大
河
以
南
に
推
す
。

し
。
以
へ
ら
く
、
臣
、
先
に
「
南
方
盗
賊
漸
起
」
及
び
「
其
社
虚
有
其
名
」
の
二
奏
の
、
皆
に
欽
依
を
奉
る
有
り
。
果
た
し
て
素
よ
り
買

を
成
せ
ば
、
之
れ
を
江
南
に
賀
行
す
る
も
、
亦
略
ぼ
済
る
有
ら
ん
と
。
放
に
、
敢
へ
て
煩
聴
を
避
け
ず
、
再
に
車
明
の
采
配
施
行
せ
ん
こ

(
各
三
二
「
遜
旨
酌
議
裁
練
疏
」

崇
一
二
、
三
、
二
八
)

と
を
祈
る
。

「
其
の
妊
に
虚
し
く
其
の
名
有
る
」
の
疏
と
は
、
前
述
の
「
絶
溢
屯
租
」
等
の
地
域
防
衛
資
金
捻
出
の
留
意
黙
に
つ
い
て
警
か
れ
た
「
覆
雁

(

幻

)

按
兵
枇
虚
有
其
名
疏
」
を
指
す
。
即
ち
、
崇
頑
十
二
(
一
六
三
九
〉
年
三
月
、
楊
嗣
昌
は
、
北
遁
・
華
北
で
「
練
組
」
策
(
民
兵
の
組
織
訓
練
〉
を

行
う
と
同
時
に
、
そ
れ
ま
で
自
ら
が
貧
施
し
て
き
た
「
南
方
」
諸
省
に
劃
す
る
地
域
防
衛
策
等
を
筆
中
・
華
南
一
帯
に
推
し
庚
げ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
明
朝
全
土
に
隈
無
く
地
域
防
衛
策
を
敷
く
こ
と
を
計
董
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
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連
鎖
す
る
在
地
反
乱
(
土
賊
、

「
破
賊
」
等
)
の
波
は

李
白
成
ら
流
賊
の
活
動
が
衰
え
た
の
と
は
反
割
に
、
そ
れ
に

河
南
を
中
心
と
す
る
華
北
の
み
な
ら
ず
、
湖
南
・
湖
北
を
導
火
線
に
し
て
華
中
・
華
南
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崇
頑
十
(
一
六
三
七
)
年
か
ら
同
十
一

・
一
一
(
一
六
一一一
八
・
九
)
年
に
か
け
て
、

に
ま
で
康
が
っ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
動
き
に
歯
止
め
を
打
つ
ベ
く
、

中
央
官
僚
(
兵
部
向
書
・
東
閣
大
息
一
士
)
楊
嗣
昌
が
立
案
・
貫
施
し
た
の

が
、
地
域
防
衛
策
で
あ
っ
た
。
河
南
に
お
い
て
は
、
指
揮
者
の
人
材
確
保
を
主
眼
と
す
る
郷
兵
の
組
織
化
を
初
め
四
項
目
を
計
重
し
た
。
次
い

「
絶
溢
屯
租
」
を
訓
練
資
金
と
す
る
「
除
丁
」
の
戟
力
化、

で
、
湖
南
・
湖
北
に
お
い
て
は

「
騨
裁
銀
」

を
留
用
し
(
或
は
郷
紳
の
「
指
助
」

に
も
よ
っ
て
)
行
う
城
壁
・
堀
の
修
繕
、

郷
紳
の
「
掲
職
」
に
よ
る

「
貧
民
」
に
劃
す
る
「
賑
米
」
の
貯
蔵
、

大
砲
の
製
造
設
置
な
ど
六
項
目

上
記
湖
南
・
湖
北
の
策
の
上
に
、
修
城
資
金
補

填
の
震
の
土
地
税
・
「
一商
税
」
に
基
づ
く
附
加
税
の
設
置
(
但
し
郷
紳
の
了
解
を
前
提
と
す
る
と
推
察
さ
れ
る
)
、
生
員
を
初
め
と
す
る
弓
矢
の
訓
練
、

を
計
重
し
た
。
そ
し
て
、

「南
方
」
諸
省
〈
湖
南
・
湖
北
、
江
西
、
庚
東
、
一
服
建
)
に
お
い
て
は
、

郷
紳
を
要
と
す
る
保
甲
に
よ
る
秩
序
維
持
、

「
武
翠
」
に
お
け
る
郷
兵
の
指
揮
者
の
養
成
並
び
に
街
役
の
「
工
食
」
を
受
け
る
住
民
と
郷
紳
の

「
官
倉
」
又
は
民
間
で
の
併
法
に
擬
ら
え
た

「
賑
米
」
の
貯
戴
等
々
八
項
目
を
計
量
し
た
。

「
南
方
」
の
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奴
僕
を
以
て
す
る
郷
兵
の
組
織
化

策
は
、
敢
え
て
く
り
か
え
す
が
、

「
練
総
」
設
置
策
貫
施
と
同
時
に
華
中

・
華
南
一
帯
に
横
大
さ
れ
、
全
園
に
行
う
べ
き
地
域
防
衛
策
の
一
翼

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
一
連
の
案
は
、
崇
頑
一
帝
の
地
域
防
衛
に
闘
す
る
四
つ
の
方
針
「
修
・
備
・
練
・
儲
」
即
ち
「
城
池
を
修
繕
し
、
守
具
を
置
造

し
、
郷
兵
を
園
練
し
、
糧
州
を
儲
蓄
す
る
の
四
事
」
を
具
鐙
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
貫
施
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
中
央
乃

至
「
官
」
主
導
の
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
寧
ろ
、
各
地
の
郷
紳
層
の
力
量
に
最
大
限
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
殊
に
、
修
城
や
防
具

製
造
の
資
金
を
補
填
し
、
或
は
郷
兵
の
指
揮
者
た
り
得
る
人
材
を
地
域
の
中
か
ら
見
つ
け
出
し
、
更
に
は
「
内
陸
」
を
防
ぐ
ベ
く
貧
窮
民
用
の

米
糧
を
貯
識
す
る
こ
と
な
ど
は
、
嗣
昌
に
あ
っ
て
は
、
郷
紳
が
中
心
と
な
っ
て
動
く
の
で
な
け
れ
ば
空
文
と
化
す
も
の
で
あ

っ
た
。
正
に
、
在

地
反
乱
針
策
と
し
て
の
本
案
は
、
崇
顧
一
帝
の
政
治
方
針
を
、
郷
紳
の
自
主
的
な
経
済
援
助
・
そ
の
在
地
で
の
指
導
力
を
媒
介
と
し
て
質
現
し
ょ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
賓
際
、
中
央
か
ら
地
域
防
衛
策
の
基
本
的
内
容
が
提
示
さ
れ
、
種
々
の
地
方
官
の
調
整
を
経
て
そ
れ



が
寅
施
に
付
さ
れ
る
有
様
を
、
楊
嗣
昌
は
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。

叉
賢
明
な
る
道
・
府
に
在
り
て
、

随
時
畳
察
し
、
微
を
抹
ひ
偏
を
補
へ
。

撫
・
按
、
其
の
大
綱
を
提
げ
、
下
に
し
て
は
、
措
紳
、
之
れ
が
領
袖
と
震
る
ベ
し
。
此
れ
、
合
に
地
方
根
本
の
慮
と
篤
す
ベ
し
。

一
法
立
ち
て
、

一
弊
生
ず
る
に
至
り
て
は

上
に
し
て
は
、

(
「
南
方

盗
賊
漸
起
疏
」
前
掲
)

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
李
自
成
の
組
に
お
い
て
、
土
賊
等
の
在
地
反
観
が
、
流
賊
の
活
動
に
劣
ら
ず
燐
ん
に
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

今
日
よ
く
知
ら
れ
る
慮
で
あ
る
。
本
案
は
、
そ
う
し
た
反
凱
情
勢
を
、
明
朝
の
中
央
官
僚
も
ま
た
非
常
に
危
機
的
に
捉
え
て
い
た
こ
と
を
表
わ

す
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
皇
帝
の

一
元
的
施
策
の
中
に
郷
紳
の
指
導
を
組
入
れ
る
楊
嗣
昌
の
考
え
方
に
は
、
時
代
の
趨
勢
を
捉
え
た
卓
見
す

ら
感
じ
ら
れ
る
。
だ
が
、

か
く
の
如
き
本
案
を
、
嘗
時
の
支
配
層
は
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
は
支
持
し
な
か
っ
た
よ
う
に
推
察
す
る
。
案
の
内

容
が
『
楊
文
弱
先
生
集
』
以
外
に
は
殆
ど
見
出
さ
れ
ず
、
叉
そ
の
積
極
的
成
果
を
表
わ
す
史
料
に
極
め
て
乏
し
い
の
も
、

一
つ
に
は
、
そ
の
黙
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を
物
語
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
最
後
に
、
崇
禎
一
帝
の
本
案
に
劃
す
る
見
方
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
楊
嗣
昌
の
施
策
に
屡
々
反
劃
の
意
を

(
叩
品
)

表
し
た
東
林
涯
人
土
の
一
人
、
車
象
昇
の
地
域
防
衛
に
関
す
る
考
え
方
に
鯛
れ
、
片
や
嗣
昌
の
瑳
想
を
強
く
促
し
た
と
見
な
さ
れ
る

「奄
黛
」

郭
輩
捧
護
事
件
に
つ
い
て
も
述
べ
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
、
郷
紳
の
役
割
よ
り
見
た
本
策
の
性
格
の
一
端
を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

結
び
に
か
え
て
|
|
郷
紳
の
役
割
よ
り
見
た
本
案
の
性
格
|
|

崇
頑
一
帝
は
、
楊
嗣
昌
の
地
域
防
衛
案
の
殆
ど
を
認
め
な
が
ら
も
、
郷
兵
の
指
揮
者
た
り
得
る
人
材
の
獲
得
を
地
方
官
か
ら
郷
紳
に
委
託
す
る

(
m
m
〉

一
件
(
河
南
)
に
つ
い
て
の
み
、
却
下
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
崇
禎
一
帝
が
、
郷
紳
の
在
地
で
の
指
導
力
を
必
ず
し
も
信
頼
せ
ず
、
寧
ろ
、
本
策
に

お
け
る
郷
紳
の
役
割
を
、
専
ら
経
済
援
助
と
し
て
だ
け
捉
え
て
い
た
こ
と
を
表
わ
す
も
の
と
考
え
る
。

こ
の
郷
紳
に
よ
る
経
済
援
助
を
問
題
視
し
た
の
が
、

(

品

切

)

ハ
崇
頑
七

・
八年)、

東
林
涯
人
士
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の

一
人
慮
象
昇
は
、

郎
陽
撫
治
の
時
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流
賊
と
の
絶
え
ざ
る
戦
い
に
遭
遇
し
、

そ
こ
で
、
鄭
陽
府
下
に
お
け
る
嘗
面
の
措
置
三
つ
を
中
央
に
上
申
し
て
レ
る
。
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「
錨
仙
を
議
し
、
以
て
難
民
を
撫
せ
よ
」
、
「
積
貯
を
誘
し
、
以
て
生
命
を
延
せ
よ
」
と
並
ぶ
「
域
陸
を
繕
ひ
、
以
て
防
禦
に
資
せ
よ
」
の
項
に

は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
で
あ
る
。

房
岡
林
・
保
康
・
竹
山

・
上
津
・
都
西
・
竹
諮
の
六
邑
、
山
域
を
草
創
し
、
原
よ
り
鮮
を
成
さ
ず
。
電
気
脹
摘
す
る
よ
り
の
除
、
大
半
倶
に

己
に
明
場
せ
り
。
・::・
今
土
・
民
を
招
集
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
勢
ひ
必
ず
先
ず
城
郭
を
修
る
ベ
し
。
而
る
に
前
に
の
り
濠
略
な
れ
ば
、
則

ち
緩
急
に
絡
に
済
す
な
き
な
り
。
需
む
る
所
の
工
料
、
毎
城
一
座
、
卸
ひ
甚
だ
節
音
す
と
も
、
亦
三
四
千
金
を
須
ふ
る
ベ
し
。
各
邑
破
残

さ
れ
、
分
文
も
措
く
な
し
。
鄭
庫
洗
ふ
が
如
く
、
鍛
南
那
し
難
し
。
而
も
窮
繋
閉
口
す
る
に
遣
な
く
、
職
助
の
琴
、
又
高
高
望
む
可
き
者

無
し
。
勢
ひ
之
れ
を
皇
上
に
控
へ
、
量
り
て
金
銭
を
設
す
る
を
求
め
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
。
彼
の
秦
菅
丘
(
荒
の
地
、
倶
に
宰
明
浩
蕩
の
恩

を
徴
め
、
需
を
裂
し
賑
倒
せ
し
め
ん
と
す
。

(
『
虚
象
昇
疏
膿
』
巻
一
「
停
徴
修
城
積
穀
疏
」
)

楊
嗣
昌
と
同
僚
、
地
域
防
衛
の

一
策
と
し
て
修
城
事
業
を
摩
げ
な
が
ら
も
、
そ
の
資
金
を
皇
帝
の
内
務
金
に
求
め
、

且
つ
そ
の
理
由
を
、
嘗

- 20ー

地
の
「
土

・
民
」
が
困
窮
し

「
総
助
の
拳
」

(
「
摘
助
」
)
も
塁
め
な
い
黙
に
信
仰
し
て
い
る
。
即
ち

庶
民
同
様
、
郷
紳
も
非
常
な
困
窮
吠
態

に
在
り
、
そ
れ
故
地
域
防
衛
策
は
、
全
て
中
央
の
財
力
に
よ
っ
て
行
う
べ
し
と
い
う
の
が
、
東
林
涯
人
士
庫
象
昇
の
考
え
方
で
あ
っ
た
と
思
わ

(れど
れ
る
。こ

れ
ら
の
考
え
方
に
射
し
て
、
在
地
に
お
け
る
指
導
、
自
主
的
な
経
済
援
助
そ
の
い
ず
れ
を
も
地
域
防
衛
策
に
依
か
せ
ぬ
郷
紳
の
役
割
と
し

て
捉
え
て
い
た
の
が
、
湯
嗣
昌
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
護
想
を
嗣
昌
の
中
で
強
く
促
し
た
事
件
が
、
崇
頑
六
年
、
永
卒
山
海
巡
撫
時
代

(

位

)

に
お
け
る
「
奄
業
」
郭
輩
に
つ
い
て
の
罪
科
軽
減
の
申
請
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
東
林
涯
と
の
封
立
の
契
機
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
の
事
件

「
奄
黛
」
で
な
く
、
郷
紳
と
し
て
の
郭
輩
を
鼎
護
す
る
貼
に
そ
の
一
意
一
が
あ
っ
た
。
卸
ち
、
満
洲
族
の
絶
え
ざ

は
、
楊
嗣
昌
に
閲
し
て
言
え
ば

る
侵
犯
の
も
と
で
、
過
携
の
郷
里
防
衛
に
意
力
す
る
「
郷
官
」
郭
輩
は
、

援
軍
を
請
う
篤
京
師
に
向
か
う
が

却
っ
て
(
逃
亡
の
〉
罪
に
問
わ

れ
、
庚
西
簾
州
へ
「
一諦
成
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
嗣
昌
は
、
こ
の
鹿
分
に
射
し
て
、
輩
を
「
近
衛
」
に
置
く
の
が
安
嘗
と
主
張
し
、

そ
の
根

械
と
し
た
の
が
、

自
ら
に
差
し
出
さ
れ
た
、

置
の
郷
里
永
卒
府
蓮
安
蘇
の
「
土

・
民」

一
六
五
名
の
連
署
を
有
す
る
「
裏
献
」
(
「
魚
懇
恩
附
憐



凱
臣
遠
成
畑
療
事
乙
で
あ
っ
た
。

る

嗣
昌
の
手
で
中
央
に
も
紹
介
さ
れ
た
そ
の
内
容
に
は

「
郷
官
」
郭
輩
の
行
動
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

内
に
稿
す
ら
く
、
遁
安
蘇
の
郷
官
郭
輩
、

卒
生
忠
梗
に
し
て
、

あ

溢
燥
一
た
び
入
る
の
初
め
に
方
た
り
て
は
、

た
ち
ま

輩
、
以
て
民
の
郷
官
と
魚
り
て
、
兵
・
民
を
倍
率
し
、
百
計
も
て
城
を
守
り
、
前
を
助
け
器
を
製
り
、
必
ず
守
ら
ん
こ
と
を
期
す
。
院
ち

民
の
震
に
す
。

園
の
魚
、

永
卒
城
破
ら
る
る
に
至
り
て
は
、
:
:
:
勢
ひ
支
ふ
る
能
は
ず
c

計
を
決
し
て
西
に
向
か
ひ
兵
を
請
は
ん
と
す
。
輩
去
り
、
未
だ
幾
く
な
ら

六
「
罪
臣
寓
皇
赴
請
疏
」

「
要
旨
」
崇
六
、

一
O
、
一
一
六
)

ず
し
て
輩
の
妻
子
・
家
層
、
撒
せ
ら
る
。
此
の
時
選
民
、
天
に
挽
し
地
に
呼
び
、
輩
の
兵
を
請
ひ
救
ひ
を
求
む
る
を
望
む
。
(
等
情
〉

巻

地
域
社
舎
の
危
機
に
直
面
し
、
そ
の
指
導
力
は
い
う
に
及
ば
ず
経
済
力
を
も
絵
す
所
な
く
護
揮
し
て
防
衛
の
あ
ら
ゆ
る
面
(
軍
事
指
導
、
戟
術

計
輩
、
兵
制
助
成
、
武
器
製
造
等
)
を
中
心
的
に
措
い
、

住
民
の
痛
の
み
な
ら
ず
園
家
の
痛
に
霊
力
し
よ
う
と
す
る
郷
紳
の
委
が
、
そ
こ
に
は
あ

(

必

)

る
。
即
ち
、
楊
嗣
昌
に
あ
っ
て
は
、
か
か
る
あ
り
方
こ
そ
、
地
域
防
衛
に
お
け
る
郷
紳
の
果
た
す
べ
き
役
割
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
郷

- 21ー

紳
の
活
動
を
全
面
的
に
引
き
出
し
且
つ
中
央
と
の
連
携
の
下
在
地
反
飽
の
銀
座
を
期
し
た
一
投
が
、
本
地
域
防
衛
策
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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註(

1

)

拙
稿
「
明
末
・
揚
嗣
昌
の
『
剃
前
』
案
に
つ
い
て
」
(
『
東
方
翠
報
・

京
都
』
五
八
一
九
八
六
)
。

(

2

)

佐
藤
文
俊
『
明
末
農
民
反
飢
の
研
究
』
(
研
文
出
版
一
九
八
五
)
、

谷
口
規
矩
雄
「
明
代
の
農
民
反
蹴
」〈
『
世
界
歴
史
』
一

一一

岩
波
書
庖

一
九
七
一
所
収
〉
、
拙
稿
「
李
白
成
建
頭
以
前
の
明
末
の
華
北
民
衆

反
飢
」
(
「
史
林
』
六
三
|
五
一
九
八

O
〉
等
。

(

3

)

谷
口
規
矩
雄
「
明
末
の
郷
丘
(
・
義
軍
に
つ
い
て
|
明
末
政
局
の
一
勧

ー
」
(
『
研
究
』
四
三
一
九
六
九
)
。

(
4
〉
拙
稿
「
李
白
成
撞
頭
以
前
の
明
末
の
華
北
民
衆
反
飢
」
前
掲
。

(

5

)

註〈
1
)
。

(

6

)

例
え
ば
、
清
・
奥
交
『
懐
陵
流
定
始
終
録
』
巻
九
・
崇
頑
九
年
四
月

の
僚
に
は
、
「
河
南
流
賊
勢
表
。
〔
河
南
巡
撫
陳
〕
必
議
。
乗
暇
撃
一
や

諸
土
成
。
是
月
。
永
窃
傷
稼
。
土
賊
復
起
。
」
と
あ
る
。
註
(

4

)

参
照
。

(

7

)

「
覆
工
部
査
履
城
工
疏
」
前
掲
。

ハ
8
)

巻
一
一
一
一
「
南
方
盗
賊
漸
起
疏
」
「
聖
旨
」
崇
一
一
、
二
、
二
八
。
楊

嗣
昌
の
言
に
も
あ
る
が
(
第
二
章
c
節
)
、
こ
の
「
聖
議
」
は
元
来
京
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師
周
遊
・
北
迭
の
地
域
防
衛
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
に
全
園
に
射

し
て
公
に
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
明
・
談
遜
『
園
権
』
巻
九
一
二
・
崇

頑
七
年
八
月
葵
未
の
僚
に
は
、
「
捻
兵
部
目
。
直
省
各
郡
邑
。
修
防
儲

練
。
不
登
遊
行
。
如
畿
蘇
各
城
学
不
堪
。
丘
ハ
多
不
整
。
火
器
不
全
。
甚

至
保
定

・
文
安。

土
垣
破
門
。
永
清
・
東
安
・
香
河
。
通
無
郷
兵
。
良

郷
等
。
粒
米
束
草
倶
乏
。
房
山
無
火
器
。
一
修
州
不
惟
無
糧
草
。
即
城
上

回
脚
簾
。
亦
損
壊
。
如
此
景
象
。
何
稗
緩
急
。
其
巌
筋
急
闘
。
以
般
前

慾。
」
と
あ
る
。

(

9

)

註
(

1

)

。

(
叩
山
〉
清
・
康
照
三
十
三
年
刊
本

『
南
陽
府
志
』
各
四
・
官
蹟
「
何
騰
蚊
」

の
項
。

(
日
)
註
(
4
1

(
ロ
)
「
積
兵
科
汝
宛
盗
窟
悉
卒
疏
」
前
回
問
。

(
日
)
径
一
八
「
覆
抽
出省
宗
紳
流
窟
三
路
犯
激
疏
」
「
聖
旨
」
崇
一

O
、

八
、
一
八
。

(

H

)

「
〔崇
禎
十
年
一
一
一
月
〕
辛
亥
。
江
北
賊
。
掠
太
湖
之
陳
渓
山
。
捷
入

湖
庚
O
i
-
-
-

〔
団
四
月
〕
湖
南
土
冠
。
賊
殺
衡
州
・
永
州
府
。
請
救
一
該

組
問
保
協
測
。
L

(

『
懐
陵
流
冠
始
終
録
』
巻
一

O
)。

(
日
)
民
園
十
二
年
刊
本
『
藍
山
鯨
闘
志
』
巻
六
「
事
紀
篇
」
第
三
。

(
日
)

「
縞
臣
。

前
国
湖
底
凪
撫
・
按
職
。
尚
緋
賊
護
陵
。
詩
設
偏
況
撫
臣
。

事
制
湖
南

・
湖
北
。
猶
恐
。
議
者
以
臣
此
翠
潟
多
事
。
乃
今
臨
・
藍
之

賊
。
焚
掠
衡
湘
。
撫
臣
余
熔
桂
。
飛
報
情
形
。
併
催
偏
撫
陳
容
諜
履

任
。
臣
似
不
信
坤
多
事
失
。
」
(
各
一
九
「
聖
旨
」
崇
一

O
、
九
、
二
五
)
。

(

η

)

註〔
1
)
。

円
四
)
径
四
六
「
輿
常
徳
師
太
守
爾
助
」
崇
一

O
、
等
。

(

ω

)

「
則
有
湖
庚
巡
按
余
態
桂
。
査
紹
・
溢
加
租
之
法
。
如
紹
軍
之
屯
承

種
者
。
不
必
皆
軍
也
。
不
奪
其
屯
。
市
止
査
其
畝
数
。
於
本
等
屯
糧
之

外
。
男
酌
加
租
。
其
見
在
官
軍
。
非
紹
軍
之
比
也
。
査
。
官
毎
員
。
感

得
若
干
畝
。
過
此
潟
溢
。
軍
毎
名
。
感
得
若
干
畝
。
過
此
震
盗
。
亦
不

奪
其
屯
。
而
止
穀
其
畝
数
。
於
本
等
屯
糧
之
外
。
同
紹
軍

一
起
加
租
。
」

(
各
二
五
「
覆
臨
応
援
兵
壮
虚
有
其
名
疏
」
「
要
旨
」
崇
二
、
七
、

二

四〉。

(
初
)
「
湖
湘
賊
勢
鞠
織
疏
」
前
燭
。

〔
幻
)
註
(

1

)

。

(

m

)

楊
嗣
昌
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、
註
(

1

)

。

(
幻
〉
巻
二

O
「
覆
桂
藩
流
冠
焚
殺
甚
惨
疏
」
「
聖
旨
」

崇
一

O
、

二

、

↓i

、。
j
J
 

(

M

)

拙
稿
「
『
楊
文
弱
先
生
集
』
に
つ
い
て

l
張
顛
清
の
所
設
に
よ
せ
て

ー
」
(
『
東
洋
翠
報
』
六
五

三
・
四

一
九
八
四
)
。

(
お
)
例
え
ば
、
各
一
九
「
請
旨
責
成
剣
賊
第
一
事
疏
」
(
「聖
旨
」
崇
一

。
、
一
て
八
)
に
は
、
「
臣
籍
惟
。
今
日
。
海
波
暫
息
。
遜
警
少

寧
。
禁
放
先
行
。
遜
兵
績
設
。
而
理
臣
受
事
。
計
己
険
月
。
葦
天
人
叶

態
。
剣
賊
之
一
時
也
。
臣
前
計
兵
至
十
二
薦
。
計
飼
至
二
百
八
十
徐

高
。
叉
不
立
限
期
。
或
以
震
奮
闘
。
或
以
篤
遅
鈍
。
臣
一
切
甘
之
。
不

知
審
時
奪
勢
。
固
持
有
待
而
設
。
今
則
網
張
十
面
。
刻
値
千
金
。
断
断

不
容
瑳
過
失
。
臣
計
透
兵
到
湾
整
整
。
在
十
二
月
・
正
月
・
二
月
篤
剣

賊
之
期
。
」
と
あ
る
。

(
叩
叫
)
径
一
九
「
請
旨
責
成
創
賊
第
二
事
疏
」
「
聖
旨
」
崇
一

O
、

一一ムハ。

〈
幻
)
註
〈
4
)
。

- 22ー

一O
、
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(
お
)
註
(
4
1

(
叩
出
)
径
一
一
一
一
「
南
方
盗
賊
漸
起
疏
」
(
本
文

・
後
掲
)
。
但
し
、
そ
の
中

に
は
、
各
「
盗
賊
」
に
関
す
る
具
陸
的
叙
述
は
認
め
ら
れ
な
い
。
詳
細

に
つ
い
て
は
、
後
日
を
期
し
た
い
。

(
鈎
)
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
『
園
格
』
各
九
七

・
崇
禎
十
二

年
一
月
の
僚
に
、
「
庚
申
。
建
虜
陥
済
南
。
・
・
徳
王
由
福
被
執
。
諸

郡
王
並
見
殺
。
摘
阿
南
焚
掠
一
室
。
」
と
あ
る
。
註
(
川
品
)
。

(
幻
)
こ
の
策
も
、
従
前
の
地
域
防
衛
策
と
同
様
の
性
格
を
有
し
て
お
り
、

山
宗
一
顧
-
帝
の
方
針
を
、
郷
紳
の
カ
を
媒
介
に
し
て
具
堕
化
し
よ
う
と
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
巻
二
八
「
特
申
城
守
疏
」
(
「
食
旨
」
崇

一
て

一
O
、
二
七
〉
に
は
、
「
先
今
。
屡
奉
稔
旨
。
修
練
儲
備
。
責

成
不
青
森
厳
。
・
:
巨
愚
縞
恐
。
道
府
州
師
称
。
向
多
紋
員
。
:
:
蓋
此

乃
危
急
存
亡
之
私
。
非
比
尋
常
内
交
要
血
管
之
目
。
河
北
・
山
東
。
繕
紳

有
篤
部
院
科
道
者
。
亙
血
争
所
知
。
以
佐
撫
按
之
不
逮
。
震
自
己
保
郷

里。

即
是
震
朝
廷
保
封
弱
。
非
有
二
也
。
然
而
州
懸
有
司
。
提
綱
翠

領
。
必
士
紳
共
放
綱
謬
。
奨
率
民
兵
。
必
富
室
大
指
貫
蓄
。
」
と
あ
る
。

〈M
M

)

「
崇
禎
三
年
。
線
写
・
繁
亭
。
土
紳
公
議
。
照
地
卒
鋪
。
毎
畝
毎

月
。
量
出
銅
銭
一
一
一
文
。
協
助
嘗
差
。
菟
於
余
報
脱
逃
。
臨
鵬
首
苦
死
。

畠
築
士
紳
。
亦
以
篤
使
。
比
例
諸
行
。
」
(
巻
六
「
巡
歴
海
演
周
諮
民

隠
疏
時
刻
」
崇
七
、
六
、
一
七
)
。
明
末
に
お
け
る
郷
紳
の
「
公
議
」
の

性
格
に
つ
い
て
は
、
夫
馬
進
氏
の
「
明
末
反
地
方
官
士
努
L

(

『
東
方

皐
報
・
京
都
』
五
二
一
九
八

O
〉
を
初
め
と
す
る
一
連
の
論
稿
を
参

照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
「
練
郷
兵
。
必
始
於
行
保
甲
。
而
有
司
不
知
其
意
。
故
不
善
於
行
。

総
設
郷
兵
。
使
去
余
源
。
有
汲
妊
了
者
。
有
波
供
態
者
。
有
汲
智
貼

者
。
有
波
使
費
者
。
説
保
申
。
便
去
比
較
。
有
比
衣
何
者
。
有
比
撚
械

者
。
有
比
甘
結
者
。
種
種
不
可
枚
怒
。
日
日
惟
見
援
民
。
十
家
牌
。
堪

令
一
路
。
突
三
。
農
隙
致
薦
。
終
歳
。
勤
可
嘆
。
亦
可
哀
也
。
」

(
M
)

但
し
、
「
郷
紳
・
土
子
」
が
「
保
甲
」
の
い
か
な
る
職
に
つ
く
の
か

等
に
つ
い
て
は
、
不
明
。

(
お
)
原
文
は
「
必
確
昭
激
動
。
以
興
事
省
成
L

。

(
お
〉
「
一
帝
叉
採
副
将
楊
徳
政
議
。
府
汰
通
判
。
設
練
備
。
秩
次
守
備
。
州

汰
剣
官
。

蘇
汰
主
待
。
設
練
線
。
秩
衣
把
線
。
並
受
職
於
正
官
。
事
練

民
兵
。
府
千
。
州
七
百
。
懸
五
百
。
得
郷
土
。
不
他
調
。
〔
兵
部
向
書

粂
東
閣
大
皐
士
〕
嗣
回
目
。
以
勢
有
緩
急
。
請
先
行
畿
輔
・
山
東
・
河

南

・
山
西
。
従
之
。
」
(
『
明
史
』
楊
嗣
昌
博
)
。

〈
幻
〉
註
(
山
口
)
。

〈
叩
叩
)
楊
嗣
昌
は
、
満
洲
族
と
の
講
和
問
題
を
初
め
と
し
て
、
黄
道
周
そ
の

他
の
東
林
仮
人
士
と
激
し
い
論
争
を
行
っ
て
い
る
。
註
(
剖
)
・
「
表
4

針
楊
嗣
昌
批
判
一
覧
表
」
。
そ
の
論
敵
の
一
人
が
、
虚
象
界
で
あ
る
。

『
明
史
』
径
二
六
一
盛
象
昇
停
。

(
ぬ
)
崇
一
服
一帝
が
郷
紳
の
在
地
で
の
指
導
性
に
つ
い
て
疑
問
を
抱
い
て
い
た

こ
と
は
、
例
え
ば
、
他
者
の
土
地
を
不
賞
に
占
有
す
る
主
位
が
多
く

「豪
富
の
郷
紳
」
で
あ
っ
た
と
す
る
崇
禎
喬
の
言
に
も
現
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
「
上
目
。
溢
地
。
健
有
都
是
豪
富
郷
紳
侵
占
了
所
以
不
肯

査
来
。
」
(
「
丁
丑
四
月
二
十
七
日
召
封
」
)
前
掲
。
註
〈
1
1

(
紛
)
『
明
史
』
虚
象
昇
俸
。

(
H
U

〉
管
見
の
限
り
で
は
、
『
虚
象
昇
疏
膿
』
の
中
に
、
地
域
防
衛
と
郷
紳

の
在
地
で
の
指
導
性
と
を
つ
な
げ
た
記
述
は
認
め
ら
れ
な
い
。
但
し
、

地
減
祉
舎
の
課
題
を
率
先
し
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
郷
紳
の
政
治
的
集
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波
が
東
林
滋
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
嗣
自
国
の
設
く
省
一
該
の
指
導
性
に

つ
い
て
は
、
東
林
娠
は
否
定
視
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
溝
口
雄
一
一
一

「い
わ
ゆ
る
東
林
源
人
士
の
思
想
|
前
近
代
に
お
け
る
中
園
思
想
の
展

開
(
上
)
l」
〈
『
東
京
大
皐
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
七
五

一
九
七

八
)
等
参
照
。

(
必
〉
「
〔
崇
顧
〕
五
年
夏
。
擢
右
余
都
御
史
。
巡
撫
永
卒

・
山
海
諸
慮
。

嗣
回
目
父
子
。
不
附
奄
。
無
嫌
於
東
林
。
侍
郎
遜
安
郭
翠
。
以
逆
案
請
成

康
西
。
其
郷
入
信
用
訟
完
。
嗣
畠
。
以
部
民
放
。
関
於
朝
。
給
事
中
挑
思

孝
駁
之
。
自
是
輿
東
林
郡
。
」
〈
『
明
史
』
楊
嗣
昌
停
〉
。

(
必
)
質
際
、
郷
紳
を
中
心
と
す
る
地
域
防
衛
(
郷
兵
の
組
織
化
等
)
の
自

渡
的
な
脇
田
み
は
、

w

〔
畠
時
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
註
(

3

)

。
本
案
の

背
景
に
は
、
そ
う
し
た
情
勢
も
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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YANG SICHANG'S 楊嗣昌PLAN FOR LOCAL DEFENSE

　　　　　　　　　

AT THE END OF MING

YOSHIO Hiroshi

　　

In the Ming dynasty, from Chongzhen 崇偵10 to 12 (1637-1639), Li

Zicheng's李自戒1‘ebellion was entering ａ period of weakness and division,

■while on the other hand, local rebellions linked to him, the “Kuang bandits”

礦賊･and others were gaining in strength. Moreover, the wave of rebellion

did not stop at such areas of North China as Honan, but spread through

Hubei and Hunan into Central and Southern China. The central govern-

ment official Yang Sichang楊嗣昌(Grand Secretary of the East Hall,

Minister of War) responded to the bandits with the “Ten sided net”

encirclement campaign and the policy of “ｅχtermination and provision”，

and developed a program of local defense　systems that was to stop the

spread of the uprisings.

　　

First, in Honan, he devised 4 articles for the organization of local

militia with the aim of acquiring talented men as commanders. Neχt, in

Hunan and Hubei, he planned siχ articles that among other things were

tｏ:

　

1）deｖｅｌｏｐａ fighting core made up of “ｅχtra males” （ｙｕｄｉｎｅ　＾,丁）

using the “encampment tａχ”（jｕｃ　i　tｕｎｚｕ絶溢屯租）to fund their training,

2) repair walls and dykes by appropriating the “silver for maintaining post

stations”Qyi-cai-ｙｍ騨裁銀）（ｏｒ else by using “contributions” from local

gentry), and　3) set up stores of "relief grain” for the poor by means of

“subscriptions" Qjuan shu損楡）frｏｍ the gentry. Then, for the provinces

of the south CHunan, Hubei, Jiangxi, Guangdong and Fujian), he further

devised 8 articles that 1) established a surtaχ based on the land tax and

the “commercial tａχ”（裁αng shui ^税) that was to supplement funds for

city wall repairs （pｒｅsｕmably with the cooperation of the gentry), 2)

maintained order through ａ ｈａｏ-iia保甲system under gentry leadership,

and 3} organized local troops made up of servants of the gentry and

inhabitants that received yamen runners' “public rations” 工食.

　　

These items taken together were designed to carry out the 4 policies

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－



concerning local defense articulated by the Chongzhen emperor. These

were: Repair, Readiness, Training and Provision. (ｘtｔｔ,beｔ，lien，　ｓｓhｕ＾，

備，練，儲), namely: ａ)χ･epair walls and moats, b) build up ramparts,

c) train local militia,and　d) store up provisions. An essential element

of the policy was to stimulate economic assistance from the gentry and to

develop local leadership. As ａ plan t(ｊcombat local rebellion, it attemp-

ted to realize the Chongzhen emperor's policy by utilizing the strength

of the local gentry.　However, the Chongzhen emperor himself did not

completely trust the idea of gentry leadership, and wanted to see them

only in the role of providers　of　economic　assistance. In contrast, it is

generally thought now that the scholars of the Donglin 東林faction

regarded

　

even economic assistance from the gentry to be ａ problem.

Because of these developments and others, Yang Sichang's loca［defense

policies were not successful.

RENT REVOLT AND GRAIN TRANSPORT OBSTRUCTION,

　　

as seenin Fujian during the late Ming and earlyQing

MiKI Satoshi

　　　

This articleｅχamines the characteristicsof rent revolts (the refusal

of tenant farmers to delivertheir crop rents to landlords) in the light of

the relationship between two issues:　1) the question of commercial pro-

duction by tenant farmers, and　2) the question of production and circu･

lation of rice in Fujian｡

　　　

From the end of the Ming, commercial production by tenant farmers

began activelyto develop, especially with the introduction of commercial

crops like　sugarcane and tobacco.　　Butat the same time, the farmers

could not produce enough grain for their own consumption and for their

farm rents, and they inevitably became more and more dependant on

commerce and high　interest borrowing. At that time in Fujian rural

society, the relationship between landlords and tenants was weakening

considerably on the one hand, while a close economic relationship was

developing between tenant farmers and commercial capital on the　other.
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